
補足2-9-5

H20-②-1

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

22

23

24

25

29

27

26

21

30

22

23

24

21

25

29

27

26

30

22

23

24

21

25

29

27

26

30

22

23

24

21

25

29

27

26

30

委託報告書
（平成20年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

22

23

24

25

29

27

26

21

30

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

21 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

22 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

23 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

24 ・"硬軟"欄に基づき中硬質と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

25 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

26 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

27 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さについては，
補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし

28 ・割れ目沿いのマンガンについては，補足的なものであるため削除。 － － － －

29 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の見かけ傾斜につい
ては，補足的なものであるため削
除。

変更なし 変更なし

30 ・"硬軟"欄に基づき硬質と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-9-6

H20-②-1

33

34

35

37

36

32

33

34

35

37

36

32

33

34

35

37

36

32

33

34

35

37

36

32

委託報告書
（平成20年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

33

34

35

37

36

32

31

32

33

34

35

36

37

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

31 ・割れ目沿いのマンガンについては，補足的なものであるため削除。 － － － －

32 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

33 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

34 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

35 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

36 ・幅については，区間長を記載しているため削除。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

37 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土状～粘土混じり礫状と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・幅については，区間長を記載しているため削除。
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関する補足的なものであるため
削除。
・"マンガンが濃集する"との記載については，補足的なものであるため削除。
・"網目状"との記載については，粘土の分布形態に関する補足的なものであるため
削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。

変更なし 変更なし



補足2-9-7

H20-②-1
委託報告書
（平成20年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

40

38

39

40

38

39

40

38

39

40

38

39

40

38

39

40

38

39

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

38 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土混じり礫状と記載。
・粘土混じり礫状の色調については，"色調"欄に基づき，明褐灰色と記載。
・粘土の累計厚としては，上盤と下盤の合計を記載。
・0.6cmと書くべきところを誤って0.6mmと記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・幅の記載については，区間長を記載しているため削除。
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関する補足的なものであるため
削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。
・表現の見直し（mm→cm）。
・誤記修正（0.6mm→0.6cm）。

変更なし 変更なし

39 ・幅については，区間長を記載しているため削除。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

40 ・礫質粘土状～粘土混じり礫状の色調については，"色調"欄に基づき，明褐灰色と
記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，礫質粘土状～礫混じり粘土状と記載。
・粘土混じり礫状と書くべきところを誤って礫混じり粘土状と記載。
・粘土の累計幅としては 大値を記載。
・表現の見直し（cm→mm）。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関する補足的なものであるため
削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。
・表現の見直し（mm→cm）。

変更なし 変更なし



補足2-9-8

H20-②-1

41

42

43

44

45

46

47

48

49

委託報告書
（平成20年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

48

A

41

42
～
47

48

A

41

42
～
47

48

A

41

42
～
47

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

41 ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土状～粘土混じり礫状と記載。
・粘土の累計幅としては 大値を記載。
・表現の見直し（cm→mm）。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（未測定）。
・粘土状を呈する部分を主せん断面と記載。
・幅の記載については，区間長を記載しているため削除。
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関する補足的なものであるため
削除。

変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。その後，
申請書提出から審査会合（H29.12.22）までの間に薄片観
察による断層岩区分を行ったが，肉眼観察による判断結
果から変更は無い。断層ガウジを未固結粘土状部，断
層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じ
て，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。
・表現の見直し（mm→cm）。
・"走向・傾斜は未測定"の記載については，観察結果で
ないため削除。

変更なし 変更なし

A ・"硬軟"欄に基づき軟質と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

42～47 ・変質している区間を一括記載。
・幅については，区間長を記載しているため削除。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

48 ・"硬軟"欄に基づき中硬質と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

49 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-203頁）。

－ － － －

48

A

41

42
～
47

48

A

41

42
～
47



補足2-9-9

H20-②-1

52

51

50

委託報告書
（平成20年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

50,
51

52

50,
51

52

50,
51

52

50,
51

52

50,
51

52

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

50,51 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

52 ・幅については，区間長を記載しているため削除。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし



補足2-9-10

余白



補足2-10-1

H24-B14-2



補足2-10-2

余白



補足2-10-3

H24-B14-2
委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

8

1 1 1 1

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1～6 変更なし 変更なし ・埋土の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・埋土区間については，元々の地質の状態を示すもので
はないため，区間の細分に関する記載は追記せず。

変更なし

7 ― ― ・堆積物区間について土質構成や年代をまとめ書き。 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記
載することとしており，土質構成や年代に関するまとめ書
きは追記せず。

―

8～10 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその構成粒子，細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
細分については追記せず。

変更なし

8 8 8 8



補足2-10-4

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B14-2

11
12
13
14

15

16
17

18

19

20

15

16

18

19

20

15

16

18

19

20

11,
12

11,
12

15

16

18

19

20

15

16

18

19

20

11,
12

11,
12

15

16

18

19

20

11,
12

13

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

11,12 変更なし 変更なし ・砂混じり有機質シルトの区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
細分については追記せず。

変更なし

13,14 変更なし 変更なし ・有機質土混じり砂の区間深度を記載。
・シルト分が多い深度区間を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
細分については追記せず。
・表現の見直し（有機質土混じり→有機物混じり）。

変更なし

15 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一般的な岩相であり，基質や班晶の円磨度については，
特に目立つ区間ではないため追記せず。

変更なし

16 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

17 ― ― ・スライムの区間深度を記載。 ・スライム区間については，"岩種区分"の欄に示している
ため追記せず。

―

18 変更なし 変更なし ・有機質土混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・表現の見直し（有機質土混じり→有機物混じり）。
・有機物の境界の傾斜については，補足的なものであるた
め追記せず。

変更なし

19 変更なし 変更なし ・有機質土混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・表現の見直し（有機質土混じり→有機物混じり）。
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
粒度や有機物については追記せず。

変更なし

20 変更なし 変更なし ・シルト混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
粒度については追記せず。

変更なし

13 13 13 13



補足2-10-5

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B14-2

21

24

25

22

23

21

22

23

21

22

23

21

22

23

21

22

23

21

22

23

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

21 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一般的な岩相であり，基質や班晶については，特に目立
つ区間ではないため追記せず。

変更なし

22 変更なし 変更なし ・花崗斑岩の区間深度，斑晶及び石基を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等につ
いては，特に目立つ区間ではないため追記せず。

変更なし

23 変更なし 変更なし ・強風化と変質を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・色調については，補足的なものであるため追記せず。

変更なし

24 ― ― ・変質の程度を記載。 ・変質の程度については，当該区間の周囲と差異が認め
られないことから追記せず。

―

25 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・粘土の挟在を記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・一部に粘土を挟在するが，系統的でなく連続性や直線性
に乏しいことから追記せず。

―



補足2-10-6

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B14-2

27

26

28

29

30

31

30,
31

30,
31

30,
31

30,
31

30,
31

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

26 ― ― ・変質の程度を記載。 ・変質の程度については，当該区間の周囲と差異が認め
られないことから追記せず。

―

27 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

28 ― ― ・変質粘土脈を記載。 ・変質粘土脈を挟在するが，連続性に乏しいことから追記
せず。

―

29 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

30,31 変更なし 変更なし ・礫状～片状，土状～礫状の区間を記載。
・硬軟を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき砂状～角礫状と記載。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

変更なし



補足2-10-7

H24-B14-2

32

35

36

33

38

34

37

39

41

40

34
～
36

39 39

34
～
36

39

39

34
～
36

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

39

34
～
36

34
～
36

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

32,33 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級
区分で示しているため追記せず。

―

34～36 変更なし ・誤記修正（28.50～28.66m→28.50～28.68m）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織の残留の
程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，
カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，断層
角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫
状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記載。

・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜
を記載。
・誤記修正（正断層センス→左ずれ正断層センス）。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を
分けて記載。
・性状については，観察結果と審
査資料での断層岩区分（固結・未
固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図には
記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるた
め追記せず。
・粘土の細脈が分布するが，連続性や直線性に乏しいことか
ら追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

37 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級
区分で示しているため追記せず。

―

38 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級
区分で示しているため追記せず。

―

39 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

40 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を
記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，
岩級区分で示しているため追記せず。

―

41 ― ― ・粘土脈を記載。 ・粘土を挟在するが，周囲の岩盤に同方向の劣化が認められ
ないことから追記せず。

―



補足2-10-8

H24-B14-2

42

45

43

44

42

44

45

42

44

45

42

44

45

42

44

45

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

42

44

45

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

42 変更なし 変更なし ・風化・変質を記載。
・割れ目の発達の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化と熱水変質の両方を受けた区間について，風化によ
る褐色化が顕著であることを踏まえ，風化部として記載。
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

変更なし

43 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

44 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"の欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

45 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。
・カタクレーサイト中に挟在するフィルム状の細粒物質のう
ち，カタクレーサイトの特徴が明確に確認できないものに
ついて，肉眼観察の結果に基づき，保守的に粘土を挟在
するもの（断層ガウジ）として扱い，フィルム状の粘土を追
記。

・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-10-9

H24-B14-2

46

48

47

49

51

50

52

50
～
52

50
～
52

50
～
52

50
～
52

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

50
～
52

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

46,47 ― ― ・割れ目や原岩組織の残留の程度を記載。
・粘土やシルトの挟在を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部に粘土やシルトを挟在するが，連続性や直線性に乏
しいことから追記せず。

―

48 ― ― ・粘土混じり砂状の区間を記載。 ・粘土混じり砂状を呈するが，連続性に乏しいことから追記
せず。

―

49 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

50～52 変更なし 変更なし ・風化・変質を伴う軟化や割れ目の発達を記載。
・砂混じりシルトの挟在を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"風化"欄に基づき強風化部と記載。
・一部に砂混じりシルトを挟在するが，周辺の岩盤に同方
向の劣化が認められないことから追記せず。

変更なし



補足2-10-10

H24-B14-2

53

56

57

54

55

53

54
～
56

53

54
～
56

53 53

54
～
56

54
～
56

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

53

54
～
56

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

53 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

54～56 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・不要な記載として，灰白色の未
固結の粘土状部を誤って記載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，審査資料での断層岩区分（固結・未固結
と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・誤記修正（“灰白色の未固結粘
土状部”の削除，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

57 ― ― ・シルト混じり砂礫状の区間を記載。 ・シルト混じり砂礫状を呈し，一部で粘土やシルトを含むが，
網目状に分布し系統的でなく，連続性や直線性に乏しいこ
とから追記せず。

―



補足2-10-11

H24-B14-2

59

58

60

62

61

61

62

61

62

58
～
60

58
～
60

61

62

61

62

58
～
60

58
～
60

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

61

62

58
～
60

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

58～60 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・"見かけ傾斜は35°である"との
記載については， 新活動面の
見かけの傾斜を示したものであり，

新活動面の走向・傾斜を別途
示しているため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

61 変更なし 変更なし ・コア欠を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

62 変更なし 変更なし ・風化・変質の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"風化"欄に基づき強風化部と記載。

変更なし



補足2-10-12

H24-B14-2

63

66

64

65

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

63 63

63 63 63

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

63 変更なし ・再観察により変質部と認定。変
質部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-9頁）。

・土砂状の区間を記載。
・粘土の挟在を記載。
・53.33～53.36mと書くべきところを誤って53.33～53.35mと記
載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

64 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・色調を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・色調については，補足的なものであるため追記せず。

―

65 ― ― ・変質を伴う軟質化を記載。
・変質鉱物を記載。

・軟質化については，岩級区分に含めて示しているため追
記せず。
・変質鉱物については，補足的なものであるため追記せず。

―

66 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化，鉱物の晶出）。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―



補足2-10-13

H24-B14-2

67

69

68

70

72

71

67

68
～
70

67

68
～
70

67

68
～
70

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

67

68
～
70

67

68
～
70

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

67 変更なし 変更なし ・アプライトの区間深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

68～70 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・誤記修正
（N35°E88°W→N1°E83°E）。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，審査資料での断層岩区分（固結・未固結
と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・境界の見かけ傾斜については， 新活動面の走向・傾斜
を別途示しているため追記せず。
・硬質であるとの記載については，破砕部の硬軟を記載し
ないこととしているため追記せず。
・原岩組織の残留の程度の記載については，岩盤の劣化
に関する補足的なものであるため追記せず。

変更なし

71 ― ― ・割れ目の発達を伴う脆弱化を記載。
・粘土の挟在を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部で粘土を挟在するが，粘土の連続性に乏しいことか
ら追記せず。

―

72 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-10-14

H24-B14-2

73

76
77

74

75

74

76

74

76

74

76

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

74

76

74

76

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

73 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，連続性に乏しいことから追記せず。 ―

74 変更なし 変更なし ・風化・変質を伴う脆弱化を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"風化"欄に基づき強風化部と記載。

変更なし

75 ― ― ・風化・変質を伴う軟質化を記載。
・脱色を記載。

・風化，変質に伴う軟質化については，岩級区分に含めて
示しているため追記せず。
・脱色については，風化・変質に関する補足的なものであ
るため追記せず。

―

76,77 変更なし 変更なし ・風化・変質を伴う原岩組織と割れ目の残留の程度を記載。
・粘土脈を記載。
・土砂状の区間を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化と熱水変質の両方を受けた区間について，風化によ
る褐色化が顕著であることを踏まえ，強風化部として記載。
・網目状に粘土脈が分布しているが，系統的でなく連続性
や直線性に乏しいことから追記せず。
・土砂状の区間については，周囲との境界が一部不明瞭
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。

変更なし



補足2-10-15

H24-B14-2

79

78

80

82

81

79 79 79

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

7979

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

78 ― ― ・変質粘土の挟在を記載。 ・一部に粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから追記せず。

―

79 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・原岩組織の残留の程度を記載。
・粘土の細脈を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。
・原岩組織の残留の程度については，劣化に関する補足
的なものであるため追記せず。
・一部に粘土を含むが，系統的でなく，直線性や連続性に
乏しいことから追記せず。

変更なし

80 ― ― ・軟化を記載。 ・軟化については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

―

81 ― ― ・砂混じりシルトの挟在を記載。
・白雲母の混入を記載。

・砂混じりシルトを挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認め
られないことから追記せず。
・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

―

82 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-10-16

H24-B14-2

83

86

87

84

89

85

88

90

92

91

84

A

84

A

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

84

A

84

A

84

A

93

94

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

83 ― ― ・割れ目について記載（黄鉄鉱の晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―

84 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

変更なし

85 ― ― ・石英脈を記載。 ・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。 ―

86 ― ― ・割れ目について記載（シルト質砂の挟在）。 ・シルト質砂を挟在するが，周辺の岩盤に劣化が認められ
ないことから追記せず。

―

87 ― ― ・割れ目について記載（変色，白雲母や黄鉄鉱の付着）。 ・割れ目沿いの変色や鉱物の晶出については，補足的な
ものであるため追記せず。

―

A,87～94 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（変色，鉱物晶出，傾斜）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"割れ目が4～10cm間隔で発達"との記載については，割
れ目の発達の程度を，RQD， 大コア長，岩級区分で示し
ているため追記せず。
・割れ目の変色，鉱物晶出，傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

変更なし



補足2-10-17

H24-B14-2

96
97

99

95

98

100

102

101

95

99 99

102102

95

99

102

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

95

99

102

95

99

102

95

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

95 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

96,97 ― ― ・変質を伴う細礫状の区間を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの黄鉄鉱の晶出）。

・割れ目の発達，変質の程度については，岩級区分に含
めて示しているため追記せず。
・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―

98 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

99 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

100 ― ― ・割れ目について記載（砂質粘土の挟在）。 ・砂質粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しいことか
ら追記せず。

―

101 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

102 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし



補足2-10-18

H24-B14-2

103

106

107

104

105

105
105 105 105

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

105

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

103 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

104 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・部分的な軟質化を記載。

・割れ目の発達，変質の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

105 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・破砕幅を記載。
・性状については，審査資料での断層岩区分（固結・未固結
と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。
（※ただし，断層岩区分は薄片観察結果に基づく）

変更なし

106 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

107 ― ― ・礫～土砂状化の区間を記載。
・粘土脈を記載。

・礫～土砂状を呈し一部に粘土を含むが，系統的でなく，
連続性や直線性に乏しいことから追記せず。

―



補足2-10-19

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B14-2

109

108

110

112

111

112

109 109

112

109

112

109

112112

109

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

108 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

109 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・破砕幅を記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。
・粘土脈については，連続性や直線性に乏しいことから追
記せず。

変更なし

110 ― ― ・割れ目について記載（粘土質砂の挟在，色調）。 ・粘土質砂を挟在するが，連続性や直線性に乏しいことか
ら追記せず。
・割れ目の色調については，補足的なものであるため追記
せず。

―

111 ― ― ・粘土質砂礫状の区間を記載。 ・粘土質砂礫状を呈するが，連続性や直線性に乏しく，周
囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

112 変更なし 変更なし ・砂～細礫状の区間を記載。
・砂質粘土の挟在を記載。
・黄鉄鉱を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。
・一部に粘土を挟在するが，系統的でなく，連続性や直線
性に乏しいことから追記せず。

変更なし



補足2-10-20

H24-B14-2

113

116

117

114

119

115

118

120

122
121

119

120

122

119

120

122

114

118

 114

118

 

119

120

122

119

120

122

114

118

 114

118

 

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

119

120

122

114

118

 

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

113 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないこ
とから追記せず。

―

114～118 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。その後，申請
書提出から審査会合（H29.12.22）
までの間に薄片観察による断層
岩区分を行ったが，肉眼観察によ
る判断結果から変更は無い。断
層ガウジを未固結粘土状部，断
層角礫を未固結礫状部，カタク
レーサイトを性状に応じて，固結
礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・境界の見かけの傾斜については， 新活動面の走向・傾
斜を別途示しているため追記せず。
・"下端に幅1mmの白色の粘土を伴う"と記載されているが，
連続性や直線性に乏しいことから追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

119 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

変更なし

120 変更なし ・誤記修正（mm→m）。 ・色調を記載。
・粘土細脈を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・一部に粘土を含むが，系統的でなく，連続性や直線性に
乏しいことから追記せず。

変更なし

121 ― ― ・砂混じり粘土の挟在を記載。 ・砂混じり粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから追記せず。

―

122 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし



補足2-10-21

H24-B14-2

123

126

127

124

125

128

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

123 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないこ
とから追記せず。

―

124 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

125 ― ― ・割れ目について記載（細粒物質，割れ目沿いの鉱物晶出，
変色）。

・細粒物質を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められ
ないことから記載せず。
・割れ目沿いの鉱物晶出，変色については，補足的なもの
であるため追記せず。

―

126 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

127 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの軟質化）。 ・割れ目沿いに軟質化しているが，連続性や直線性に乏し
いことから追記せず。

―

128 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・粘土を記載。
・鏡肌を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部で粘土や鏡肌を伴うが，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから追記せず。

―



補足2-10-22

H24-B14-2

129

130

132

131

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

129 ― ― ・脱色・白色化を記載。
・割れ目の発達の程度を記載。

・変色については，補足的なものであるため追記せず。
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

130 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，粘土の挟在）。
・割れ目の発達の程度を記載。

・割れ目の発達，変質の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの変色については，補足的なものであるため
追記せず。
・割れ目が発達し粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化
が認められないことから追記せず。

―

131 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

132 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，鉱物脈）。 ・割れ目沿いの変色や鉱物脈については，補足的なもの
であるため追記せず。

―



補足2-10-23

H24-B14-2

133

136

137

134

139

135

138

140

142

141

133

134

136

137

138

133

134

136

137

138

133

134

136

137

138

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

133

134

136

137

138

133

134

136

137

138

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

133 変更なし 変更なし ・コア欠を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

134 変更なし ・誤記修正（"132.00～
133.00"→"132.00～133.00m"）。

・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

135 ― ― ・細礫化について記載。 ・細礫化しているが，掘削時の機械割れと判断し追記せず。 ―

136 変更なし 変更なし ・コア欠を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

137 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

138 変更なし 変更なし ・コア欠を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

139 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

140 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの角礫状化，粘土の挟
在）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いに角礫状化し粘土を挟在するが，周囲の岩
盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

141 ― ― ・鉱物の付着を記載。 ・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

―

142 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-10-24

H24-B14-2

143

146

147

144

149

145

148

150

143 143 143

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

143143

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

143 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

144 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片～細粒化）。
・硬軟を記載。

・割れ目沿いで細片～細粒化しているが，掘削時の機械
割れと判断し追記せず。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

―

145 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片～細粒化）。 ・割れ目沿いで細片～細粒化しているが，掘削時の機械
割れと判断し追記せず。

―

146 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

147 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

148 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色）。 ・割れ目沿いの変色については，補足的なものであるため
追記せず。

―

149 ― ― ・熱水変質脈を記載。
・変色を記載。

・熱水変質脈を伴うが，変色部やその周囲の岩盤に劣化
が認められないことから追記せず。

―

150 ― ― ・熱水変質脈を記載。 ・熱水変質脈を伴うが，変色部の周囲の岩盤に劣化が認
められないことから追記せず。

―



補足2-11-1

H24-D1-1



補足2-11-2

余白



補足2-11-3

H24-D1-1

1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12
13
14

8

9

10

11

14

12
～
13

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

7

1

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1～5 ・埋土区間については，元々の地質の状態を示すものではないため，区間の細分に
関する記載は一部削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

6 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記載することとしており，地層
名や土質構成に関するまとめ書きは削除。

－ － － －

7 （誤記） "径2～80mmの亜円～亜角礫を含む"と書くべきところを誤って"径5～30mm
の花崗斑岩の硬質礫を含む"（記事No.5）と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

8 ・柱状図に合わせて砂と記載。
・"5.05～5.45m"と書くべきところを誤って"5.05～5.45m："と記載。

変更なし ・記載の適正化（"5.05～5.45m："
→"5.05～5.45m"）。

変更なし 変更なし

9 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

10 ・礫率については，層相内で多少のばらつきがあるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

11 ・柱状図に合わせてシルト混じり砂と記載。
・有機物については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

12,13 ・柱状図に合わせて砂と記載。
・粘土分については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

14 ・基質については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため削除。
・礫率については，層相内で多少のばらつきがあるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

8

9

10

11

14

12
～
13

7

1

8

9

10

11

14

12
～
13

7

1

8

9

10

11

14

12
～
13

7

1

8

9

10

11

14

12
～
13

7

1



補足2-11-4

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

20
21

22

15

16

17

19

23

24

25

26

28

15

16

17
18

27

29

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

15 ・柱状図に合わせて砂と記載。
・礫については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

16 ・基質については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

17 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

18～21 ・岩盤表層からD’級岩盤が連続することから，"岩級区分"欄及び"風化"欄に基づき，
風化部と記載。
・一部の割れ目に砂状化が見られるが，直線性や連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣
化が認められないことから削除。
・マンガン付着や淡緑色化については，補足的なものであるため削除。
・一部に粘土化した岩片が見られるが，連続性や直線性に乏しいことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

22～29 ・"コア形状"欄に基づき，割れ目の発達の程度を記載。
・一部に粘土や割れ目に沿った砂状化が見られるが，周囲の岩盤に劣化が認められ
ないことから削除。
・割れ目の傾斜，鉱物付着については補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

15

16

17

15

16

17

15

16

17

15

16

17
18
～
21
22,
23

18
～
21
22,
23

18
～
21
22,
23

18
～
21
22,
23

18
～
21
22,
23



補足2-11-5

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

33

34

35

30

31

32

36
37

30
～

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

30～35 ・"コア形状"欄に基づき，砂～短柱状と記載。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。
・一部に砂状化が見られるが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。
・一部に粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しく，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

36 ・軟化の程度については，岩級区分で示しているため削除。
・一部粘土が分布するが，連続性や直線性に乏しいことから削除。

― ― ― ―

37 ・一部に粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。 ― ― ― ―

38 ・一部に粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。 ― ― ― ―

38

32,
34,
35

30
～
32,
34,
35

30
～
32,
34,
35

30
～
32,
34,
35

30
～
32,
34,
35



補足2-11-6

H24-D1-1

44

45

39

40

42

43

41

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

39
～
45

39
～
45

39
～
45

39
～
45

39
～
45

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

39～45 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土を挟在するが，幅の膨縮が著しく，直線性に乏しいことから，カタクレーサイト
からなると記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の粘土
（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記載であるた
め反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再観
察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織の残留
の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角
礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，
断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，
固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記載。

変更なし ・誤記修正（左ずれセンス
→左ずれ正断層センス，審
査会合 （R1.10.11）にて説
明済み）。
・薄片観察の結果に基づき
断層岩区分を見直したこと
に伴い，未固結粘土状部の
表記を固結粘土状部に見
直し。



補足2-11-7

H24-D1-1

46

47

48

49

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

46
～
48

46
～
48

46
～
48

46
～
48

46
～
48

50

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

46～48 ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・正断層センスと書くべきところを誤って西上がりセン
スと記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部
内の粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局
所的な記載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会
合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目
的とした再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確
認した原岩組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づ
き，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイ
ト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，断層角礫
を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，
固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅
を記載。

変更なし ・誤記修正（西上がりセンス→
正断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片
観察結果に基づく）

49 ・一部粘土が見られるが，系統的でなく，連続性に乏しいことから削除。
・軟化の程度については，岩級区分で示しているため削除。

― ― ― ―

50 ・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。 ― ― ― ―



補足2-11-8

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

56

57

58

51
52

54

55

53

51
～
58

51
～
58

51
～
58

51
～
58

51
～
58

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

51～58 ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の
粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記
載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウ
ジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタク
レーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と
記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記
載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は
薄片観察結果に基づく）



補足2-11-9

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

59

60

62

61

64

60
～
64

60
～
64

60
～
64

60
～
64

60
～
64

63

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

59 ・硬軟については，岩級区分で示しているため削除。
・石英斑晶については，補足的なものであるため削除。

― ― ― ―

60～64 ・“K断層”との記載は削除（ボーリング掘削直後は，破砕部の分布位置や，肉眼観察
における性状（断層ガウジの有無・断層ガウジの色調）から，当該破砕部がK断層に
連続する可能性があるとして記載していたが，後続のトレンチ調査において，K断層
は原電道路ピットより南方に連続しないと評価したため）。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センス
を記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内
の粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的
な記載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とし
た再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原
岩組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩
（断層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断
層ガウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状
部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は
薄片観察結果に基づく）



補足2-11-10

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

65

66

71

70

68

69

67

72

66 66
66 66 66

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

65 ・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。 ― ― ― ―

66 ・"G断層"との記載については，連続性検討の結果によりD-1破砕帯に対比する前
の呼称であることから削除。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕
部内の粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目し
た局所的な記載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査
会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分
を目的とした再観察の結果に基づき記載。肉眼観
察で確認した原岩組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，カタ
クレーサイト）を判断。その後，申請書提出から審
査会合（H29.12.22）までの間に薄片観察による断
層岩区分を行ったが，肉眼観察による判断結果か
ら変更は無い。断層ガウジを未固結粘土状部，断
層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に
応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計
幅を記載。

変更なし 変更なし

67～72 ・硬軟の程度については，岩級区分で示しているため削除。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。
・一部に粘土が分布するが，直線性や連続性に乏しいことから削除。

― ― ― ―



補足2-11-11

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

73

74

75

76

77

79
78

73
～
76

73
～
76

73
～
76

73
～
76

73
～
76

80

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

73～76 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土を挟在するが，直線性に乏しいことから，"カタクレーサイトからなる"と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部
内の粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局
所的な記載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査
会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程度，連続性，硬軟
に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，
断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状
に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位セ
ンスを記載。

変更なし ・誤記修正（西上がり及び西
下がりセンス→逆断層セン
ス，審査会合 （R1.10.11）に
て説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄
片観察結果に基づく）

77～80 ・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。
・軟化の程度については，岩級区分で示しているため削除。
・一部に粘土が分布するが，直線性に乏しく，周囲の岩盤に劣化が認められないこと
から削除。

－ － － －



補足2-11-12

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

82

81

83
84

81

84

81

84

81

84

81

84

81

84

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

81 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土脈が分布するが，比較的固結していることから，"カタクレーサイトからなる"と
記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕
部内の粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目し
た局所的な記載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査
会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分
を目的とした再観察の結果に基づき記載。肉眼観
察で確認した原岩組織の残留の程度，連続性，
硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，カ
タクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土
状部，断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイト
を性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記
載。

・カタクレーサイト中に挟在す
るフィルム状の細粒物質のう
ち，カタクレーサイトの特徴が
明確に確認できないものにつ
いて，肉眼観察の結果に基づ
き，保守的に粘土を挟在する
もの（断層ガウジ）として扱い，
フィルム状の粘土を追記。

・薄片観察の結果に基づき断
層岩区分を見直したことに伴
い，フィルム状の粘土の表記
を固結粘土状部に見直し。

82,83 ・割れ目の発達や軟化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示してい
るため削除。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。
・一部に粘土を伴うが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。

－ － － －

84 ・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-11-13

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-D1-1

89

88

87

85

86

85
～
88

90

90

85
～
88

90

85
～
88

90

85
～
88

90

85
～
88

90

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

85～88 ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・申請書の粒度，色調，粘土幅に
ついては，破砕部内の粘土（細脈
を含む）及びその近傍に着目した
局所的な記載であるため反映さ
せず。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

89 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。

― ― ― ―

90 ・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。
・一部に粘土を伴うが，直線性や連続性に乏しいことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-11-14

H24-D1-1

91

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

91 91
91 91 91

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

91 ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・誤記修正（正断層センス→右ずれ正断層センス）。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の
粘土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記
載であるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とし
た再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原
岩組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩
（断層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層
ガウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，
カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土
状部と記載。
・上記再観察で未固結礫状部とした箇所の累計幅を記
載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄
片観察結果に基づく）



補足2-11-15

H24-D1-1

92

93

94

96
97

92
～
98

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

95

98

92
～
98

92
～
98

92
～
98

92
～
98

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

92～98 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土を挟在するが，比較的固結していることから，"カタクレーサイトからなる"と記
載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを
記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の粘
土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記載で
あるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再
観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織
の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウ
ジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固
結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイト
を性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記
載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は
薄片観察結果に基づく）



補足2-11-16

H24-D1-1

104

99
100

103

102

101

105
106

103

106

 

99

102

 

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

103

106

 

99

102

 

103

106

 

99

102

 

103

106

 

99

102

 

103

106

 

99

102

 

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

99～102 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土を挟在するが，幅の膨縮が著しく，直線性に乏しいことから，"カタクレーサイト
からなる"と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記
載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の粘
土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記載で
あるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再
観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織
の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウ
ジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固
結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイト
を性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記
載。

変更なし ・薄片観察の結果に基づ
き断層岩区分を見直したこ
とに伴い，未固結粘土状
部の表記を固結粘土状部
に見直し。

103～106 ・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・粘土を挟在するが，幅の膨縮が著しく，直線性に乏しいことから，"カタクレーサイト
からなる"と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記
載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の粘
土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記載で
あるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再
観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織
の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウ
ジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固
結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイト
を性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記
載。

変更なし ・薄片観察の結果に基づ
き断層岩区分を見直したこ
とに伴い，未固結粘土状
部の表記を固結粘土状部
に見直し。



補足2-11-17

H24-D1-1

107

108

109

110

111

112
113

109

 112

114

委託報告書
（平成25年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

114

109

 112

114

109

 112

114

109

 112

114

109

 112

114

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

107,108 ・変質の程度については，岩級区分で示しているため削除。
・一部の粘土は直線的であるが周囲の岩盤に劣化が認められないことや大部分は
連続性や直線性に乏しいことから削除。

― ― ― ―

109 ・"コア形状"欄に基づき，角礫状と記載。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

110 ・軟化の程度については，岩級区分で示しているため削除。
・一部に粘土を伴うが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。

― ― ― ―

111 ・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため削除。
・一部砂状化し粘土脈を挟むが，連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣化が認められな
いことから削除。

― ― ― ―

112～114 ・肉眼観察の結果に基づき，"正断層センスが推定される"と記載。
・性状，色調，粘土の累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った，
地盤安定解析用の物性値設定を目的とした破砕部の再観察の結果に基づき記載。
・上端境界と下端境界の見かけの傾斜が同じであることから，"傾斜は65°である"と
記載。

変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを
記載。
・申請書の粒度，色調，粘土幅については，破砕部内の粘
土（細脈を含む）及びその近傍に着目した局所的な記載で
あるため反映させず。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再
観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織
の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウ
ジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタクレーサイ
トを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記
載。
（誤記） 新活動面の見かけの傾斜を示すため，"下端境
界の"と書くべきところを誤って"上端境界の"と記載。

変更なし 変更なし
（※ただし，断層岩区分は
薄片観察結果に基づく）



補足2-11-18

余白



補足2-12-1

H27-B-1



補足2-12-2

余白



補足2-12-3

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

1

2

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

1

3

4

5

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1 変更なし 変更なし ・盛土の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・盛土区間については，元々の地質の状態を示すもので
はないため，区間の細分は追記せず。

変更なし

2 ― ― ・堆積物区間について土質構成や年代をまとめ書き。 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記
載することにしており，土質構成や年代に関するまとめ書
きは追記せず。

―

3 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

4 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

5 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・層相の構成粒子のうち主体的でないものについては，目
立つもののみを記載することにしており，礫径以外は追記
せず。

変更なし



補足2-12-4

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

6 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

7 変更なし 変更なし ・有機質土の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

8 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

9 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・層相の構成粒子のうち主体的でないものについては，目
立つもののみを記載することにしており，有機質土の薄層
以外は追記せず。

変更なし

10 変更なし 変更なし ・砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-12-5

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

11
12

13

14

15

16

11

12

14

11

12

14

11

12

14

11

12

14

11

12

14

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

11 変更なし 変更なし ・花崗斑岩区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

12 変更なし ・表現の見直し（岩組織→原岩組
織）。

・風化の程度を記載。
・土砂状の区間を記載。
・割れ目について記載（粘土脈の挟在）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・原岩組織の残留について，コア写真から読み取り補足。

変更なし

13 ― ― ・岩盤表層の劣化状況を一括記載。 ・岩片の劣化状況については，特徴的な部分を個別に記
載することとしているため追記せず。

―

14 変更なし ・砂状化の幅については，ばらつ
きがあるため削除。

・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・砂状化の幅については，ばらつきがあるため追記せず。

変更なし

15 ― ― ・割れ目について記載（マンガン脈の挟在）。 ・マンガンについては，補足的なものであるため追記せず。 ―

16 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 ・割れ目沿いに砂状を呈するが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―



補足2-12-6

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

17

18

19

20

17

19

20

17

19

20

17

19

20

17

19

20

17

19

20

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

17 変更なし ・砂状化の幅については，ばらつ
きがあるため削除。

・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・砂状化の幅については，ばらつきがあるため追記せず。

変更なし

18 ― ― ・硬軟の分布状況を記載。 ・局所的に挟まれる良好な岩片の記載については，補足
的なものであるため追記せず（軟質部中の中硬質な岩片）。

―

19 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（細片化）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

20 変更なし 変更なし ・土砂状の区間を記載。
・原岩組織の残留の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

変更なし



補足2-12-7

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

21

22
23

24
25

26
27

23

26

23

26

23

26

23

26

23

26

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

21 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 ・割れ目沿いに砂状化するが，掘削時の機械割れと判断
し追記せず。

―

22 ― ― ・コア欠区間を記載。 ・コア欠区間については，ボアホールテレビによる観察結
果から，周囲の岩盤と明瞭な差が認められないため，コア
写真で示すこととし追記せず。

―

23 変更なし 変更なし ・砂礫状の区間を記載。
・原岩組織の残留の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関す
る補足的なものであるため追記せず。

変更なし

24 ― ― ・コア欠区間を記載。 ・コア欠区間については，ボアホールテレビによる観察結
果から，周囲の岩盤と明瞭な差が認められないため，コア
写真で示すこととし追記せず。

―

25 ― ― ・コア欠区間を記載。 ・コア欠区間については，ボアホールテレビによる観察結
果から，周囲の岩盤と明瞭な差が認められないため，コア
写真で示すこととし追記せず。

―

26 変更なし 変更なし ・砂礫状の区間を記載。
・岩片量の傾向を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・岩片量の傾向については，当該区間の周囲と明確な差
異がないため追記せず。

変更なし

27 ― ― ・コア欠区間を記載。 ・コア欠区間については，ボアホールテレビによる観察結
果から，周囲の岩盤と明瞭な差が認められないため，コア
写真で示すこととし追記せず。

―



補足2-12-8

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

28

29

30

29

A

B

29

A

B

29

A

B

29

A

B

29

A

B

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

28 ― ― ・花崗斑岩中の鉱物組成を記載。 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等につ
いては，特に目立つ区間のみ記載することとしており，特
に目立つ区間ではないため追記せず。

―

29 変更なし 変更なし ・変質し粘土状を呈する区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等につ
いては，特に目立つ区間のみ記載することとしており，特
に目立つ区間ではないため追記せず。

変更なし

A 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

30 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。
・長石の白濁化を記載。

・一部で砂状化が見られるが，掘削時の機械割れと判断し
追記せず。
・長石の白濁化については，風化・変質に関する補足的な
ものであるため追記せず。

―

B 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし



補足2-12-9

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

31

32

33

34

35

31
～
33

34

35

34

35

31
～
33

34

35

34

35

31
～
33

31
～
33

34

35

31
～
33

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

31～33 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は11°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分
（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

・誤記修正（左ずれセンス→左ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。

34 変更なし 変更なし ・軟質な区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

35 変更なし ・砂状化の幅については，ばらつ
きがあるため削除。

・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化，鉱物の晶
出）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

変更なし



補足2-12-10

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

36

37

38

37

C

37

C

37

C

37

C

37

C

39

40

41

39
～
41

39
～
41

39
～
41

39
～
41

39
～
41

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

36 ― ― ・花崗斑岩中の鉱物組成を記載。 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒
径等については，特に目立つ区間のみ記載するこ
ととしており，特に目立つ区間ではないため追記せ
ず。

―

37 変更なし 変更なし ・砂礫状の区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

38 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの鉱物の晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的な
ものであるため追記せず。

―

C 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

39～41 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・表現の見直し（36°N→36°NE）。
・"傾斜は54°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-11

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

42

43

44

45

42
～
45

42
～
45

42
～
45

42
～
45

42
～
45

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

42～45 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は35°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-12

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

46

47

48

49

50

46
～
50

46
～
50

46
～
50

46
～
50

46
～
50

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

46～50 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結礫状部とした箇所の累計
幅を記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は65°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。
・固結礫状部の色調として，にぶい橙色と書くべき
ところを誤ってにぶい黄橙色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

・誤記修正（左ずれセンス→左ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-12-13

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

51

52

53

51
～
53

51
～
53

51
～
53

51
～
53

51
～
53

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

51～53 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・表現の見直し（70°E→70°SE）。
・"傾斜は65°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-12-14

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

54

55

56

54
～
56

54
～
56

54
～
56

54
～
56

54
～
56

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

54～56 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は35°～70°である"との記載について
は， 新活動面の見かけの傾斜を示したもので
あり， 新活動面の走向・傾斜を別途示している
ため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

変更なし



補足2-12-15

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

57

58

59

57
～
59

57
～
59

57
～
59

57
～
59

57
～
59

60

61

62

63

60
～
63

60
～
63

60
～
63

60
～
63

60
～
63

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

57～59 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は58°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

・記載の適正化（黄褐色→主に黄褐色）。
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

60～63 変更なし ・誤記修正（49.20m→49.22m）。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は30°～36°である"との記載について
は， 新活動面の走向・傾斜を示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。
・下端境界の見かけの傾斜として，23°と書くべき
ところを誤って35～60°と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-16

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

64

65

66

64
～
66

64
～
66

64
～
66

64
～
66

64
～
66

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

64～66 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は14°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→左ず
れセンス）。
・薄片観察に結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-12-17

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

67

68

69

70

67
～
69

67
～
69

67
～
69

67
～
69

67
～
69

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

67～69 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は29°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・割れ目の密集部については，固結礫状部に含め
ているため追記せず。
・誤記修正（"主に明褐灰色の固結礫状部からなる
"の追加）。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

70 ― ― ・砂礫状の区間を記載。 ・砂礫状を呈するが，直線性に乏しく，周囲の岩盤
に劣化が認められないことから追記せず。

―



補足2-12-18

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

71

72

73

D D

71
～
73

71
～
73

D

D

71
～
73

71
～
73

D

71
～
73

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

71～73 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。その後，申請書
提出から審査会合（H29.12.22）までの間に薄片
観察による断層岩区分を行ったが，肉眼観察に
よる判断結果から変更は無い。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は28°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・割れ目の密集部については，固結礫状部に含め
ているため追記せず。

変更なし

D 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし



補足2-12-19

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

74

74 7474 7474

75

76

75

76

75

76

75

76

75

76

75

76

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

74 変更なし 変更なし ・砂礫状の区間を記載。
・石英脈を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。

変更なし

75 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・一部で砂状化が見られるが，連続性に乏しく，周囲の岩
盤に劣化が認められないことから追記せず。

変更なし

76 変更なし 変更なし ・砂礫状の区間とその粒度組成を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・粒度組成については，補足的なものであるため追記せず。

変更なし



補足2-12-20

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

77

78

79

80

77
～
79

77
～
79

77
～
79

77
～
79

77
～
79

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

77～79 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・誤記修正（N25°E82°W→N25°E82°E）。
・"傾斜は55°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

80 ― ― ・硬軟の分布状況を記載。 ・硬軟の異なる岩盤の出現状況については，岩級
区分で示しているため追記せず。

―



補足2-12-21

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

81

82

83

84

85

86

E E

83
～
86

83
～
86

E E

83
～
86

83
～
86

E

83
～
86

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

81 ― ― ・粘土脈を記載。 ・一部に粘土を挟在するが，系統的でなく，連続性
や直線性に乏しいことから追記せず。

―

82 ― ― ・石英脈を記載。 ・鉱物脈については，補足的なものであるため追
記せず。

―

E 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

83～86 変更なし
（誤記）下端境界の見かけの傾斜
として，"不明"と書くべきところを
誤って30°と記載。

・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・誤記修正（N15°E87°W→N15°E85°W）。
・"傾斜は30°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-22

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

87

88

89

90

87
～
90

87
～
90

87
～
90

87
～
90

87
～
90

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

87～90 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動
面の走向・傾斜を記載。
（誤記）上記再観察で見直した下端境界の見か
けの傾斜として，“不明”と書くべきところを誤って
68°と記載。
・"傾斜は68°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕幅として，18.2cmと書くべきところを誤って
32.1cmと記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・固結礫状部の色調として，灰褐色と書くべきところ
を誤って灰黄褐色と記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。

・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-12-23

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

91

92

93

94

91
～
94

91
～
94

91
～
94

91
～
94

91
～
94

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

91～94 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は60°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-24

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

95

F

G

95

F

G

95

F

G

98
～

100

98
～

100

98
～

100

98

99

100

97
96

95

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

F ― 記載漏れを修正 ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

95 ― 記載漏れを修正 ・礫混じり砂状の区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

G ― 記載漏れを修正 ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

96 ― ― ・割れ目について記載（粘土脈の挟在）。 ・一部に粘土を挟在するが，系統的でなく，連続性や直線
性に乏しいことから追記せず。

―

97 ― ― ・割れ目について記載（ゆ着割れ目）。 ・割れ目の発達の程度については，周囲の割れ目と差異
が認められないため追記せず。

―

98～100 ― 記載漏れを修正 ・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分
（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・上端境界の見かけの傾斜として，45°～50°と書くべき
ところを誤って45°と記載。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・カタクレーサイト中に挟在するフィルム状の細粒物質のう
ち，カタクレーサイトの特徴が明確に確認できないものに
ついて，肉眼観察の結果に基づき，保守的に粘土を挟在
するもの（断層ガウジ）として扱い，フィルム状の粘土を追
記。

・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-12-25

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

101

102

103

104

105

101 101101

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

101 ― 記載漏れを修正 ・礫質砂状の区間を記載。
・粘土脈を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

102 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・石英脈を記載。

・割れ目の発達の程度については，周囲の割れ目と差異
が見られないため追記せず。
・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。

―

103 ― ― ・風化を伴う脆弱化の程度を記載。 ・脆弱化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分
で示しているため追記せず。

―

104 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの礫状化，マンガン汚
染）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・マンガン汚染については，補足的なものであるため追記
せず。

―

105 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの鉱物の晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―



補足2-12-26

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

106

107

108

109

110

107

108

109

110

107

108

109

110

107

108

109

110

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

106 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，砂～礫状化）。 ・割れ目沿いの風化については，補足的なものであるため
追記せず。
・割れ目沿いに砂～礫状を呈するが，掘削時の機械割れ
と判断し追記せず。

―

107 ― 記載漏れを修正 ・アプライトの区間深度，境界傾斜，流理構造を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・境界傾斜や流理構造については，補足的なものであるた
め追記せず。

変更なし

108 ― 記載漏れを修正 ・花崗斑岩区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

109 ― 記載漏れを修正 ・土砂状の区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

110 ― 記載漏れを修正 ・鉱物脈を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-12-27

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

111

112

113

114

115

116

114 114114

111

113
～

111

113
～

111

113
～

117

118

119

120

120 120120

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

111～113 ― 記載漏れを修正 ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化，マンガン汚
染）。
・花崗斑岩中の鉱物の晶出を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・マンガン汚染や鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

変更なし

114 ― 記載漏れを修正 ・割れ目の発達の程度を記載。
・花崗斑岩中の鉱物の晶出を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき硬質と追記。

変更なし

115 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，砂状化）。 ・割れ目沿いの風化については，補足的なものであるため
追記せず。
・一部で砂状化が見られるが，掘削時の機械割れと判断し
追記せず。

―

116 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・一部で粘土を挟在するが，幅狭く，周囲の岩盤に劣化が
認められないことから追記せず。

―

117 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。 ・細片化が見られるが，周囲の岩盤に劣化が認められな
いことから追記せず。

―

118 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細礫～砂状化）。 ・割れ目間で脆弱化するが，挟在物の連続性に乏しく，周
囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

119 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，軟化）。 ・風化や軟化の程度については，岩級区分で示しているた
め追記せず。

―

120 ― 記載漏れを修正 ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき硬質と追記。

変更なし



補足2-12-28

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

121

122

123

124

125

126

127

128

129

～
124

128
～
124

128

～
124

128

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

121 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD，コア長，
岩級区分で示しているため追記せず。

―

122 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 ・割れ目沿いに砂状を呈するが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―

123 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

124～128 ― 記載漏れを修正 ・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分
（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

129 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-12-29

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

130

131

132

133

134

135

130 130

～
131

133
～

131

133

130

～
131

133

HH H H H

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

130 ― 記載漏れを修正 ・砂状の区間を記載。
・原岩組織の残留の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化の程度については，岩級区分で示しているため追記
せず。
・"コア形状"欄に基づき砂礫状と記載。

変更なし

131～133 ― 記載漏れを修正 ・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分
（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・上端境界の見かけの傾斜として，32°と書くべきところを
誤って30°と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

H 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

134 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

135 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。 ・細片化が見られるが，周囲の岩盤に劣化が認められな
いことから追記せず。

―



補足2-12-30

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

136

137

138

139

137

138

137

138

137

138

137

138

137

138

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

136 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・粘土の挟在が見られるが，幅狭く，周囲の岩盤に劣化が
認められないことから追記せず。

―

137 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（割れ目沿いの岩片化）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・挟在物の有無について追記。

変更なし

138 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

139 ― ― ・岩片状の区間を記載。 ・岩片状を呈するが，掘削時の機械割れと判断し追記せず。 ―



補足2-12-31

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

140

141

142

143

144

141

143

141

143

I

141

143

141

143

141

143

II

II

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

140 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，岩片化）。 ・割れ目沿いの風化については，補足的なものであるため
追記せず。
・岩片状を呈するが，掘削時の機械割れと判断し追記せず。

―

141 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

142 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，砂状化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部割れ目沿いで砂状化するが幅狭く，周囲の岩盤に劣
化が認められないことから追記せず。

―

143 変更なし 変更なし ・珪化する岩片状の区間を記載。
・鉱物の晶出を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

I 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

144 ― ― ・割れ目について記載（ゆ着割れ目）。 ・ゆ着割れ目については，周囲の割れ目と差異が認めら
れないため追記せず。
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-12-32

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-1

146

147

148

～
146

148

～
146

148
～
146

148～
146

148

～
146

148

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22） ⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

145 ― ― ・風化・変質により軟化する区間を記載。 ・硬軟については，岩級区分に含めて示しているた
め追記せず。

―

146～148 変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位
センスを記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・"傾斜は52°である"との記載については， 新
活動面の見かけの傾斜を示したものであり，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため削
除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層
岩区分（固結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合
せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱
状図には記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なも
のであるため追記せず。
・"岩片が配列する"との記載については，補足的
なものであるため追記せず。

・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。

145



補足2-13-1

H27-B-2



補足2-13-2

余白



補足2-13-3

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1 変更なし 変更なし コンクリートの区間深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

2 変更なし ・表現の見直し（mm→cm）。 盛土の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・盛土区間については，元々の地質の状態を示すもので
はないため，区間の細分は追記せず。

変更なし



補足2-13-4

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

3

4

5

6

7

5

6

5 5

6 6

4

5

6

4 444

5

6

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

3 ― ― ・堆積物区間について土質構成や年代を一括記載。 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記
載することにしており，土質構成や年代に関するまとめ書
きは追記せず。

―

4 変更なし ・表現の見直し（mm→cm）。 ・礫種，礫径，砂の粒度組成を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

5 変更なし 変更なし ・礫種，礫径，砂の粒度組成を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種や粒度については追記せず。

変更なし

6 変更なし 変更なし ・花崗斑岩区間の岩盤状況や破砕部の分布を一括記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・花崗斑岩の岩盤状況や破砕部の有無等については，特
徴的な部分を個別に記載することとしているため追記せず。

変更なし

7 ― ― ・風化した軟質部の区間を記載。
・割れ目の傾斜を記載。
・割れ目沿いの砂状化を記載。

・軟質化を伴う岩盤の劣化については，岩級区分で示して
いるため追記せず。
・割れ目の傾斜については，補足的なものであるため追記
せず。
・砂の挟在については，顕著な部分は個別に記載している。

―



補足2-13-5

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

8

9

10

8

10

8 8

1010

8

10

8

10

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

8 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

9 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。 ・割れ目沿いに砂状を呈するが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―

10 変更なし 変更なし ・硬軟の分布状況を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・硬軟の異なる岩盤の出現状況については，岩級区分で
示しているため追記せず。

変更なし



補足2-13-6

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

11

12

13

14

15

16

17

16 1616 1616

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

11 ― ― ・割れ目について記載（石英を切る割れ目）。 ・石英を切る箇所が不明であり，割れ目は直線性や連続
性に乏しいことから追記せず。

―

12 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・一部に粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しいこと
から追記せず。

―

13 ― ― ・割れ目について記載（鉱物の晶出）。 ・割れ目に晶出した鉱物については，補足的なものである
ため追記せず。

―

14 ― ― ・割れ目について記載（低角度割れ目を切る高角度割れ目）。 ・低角度割れ目に変位がないため追記せず。 ―

15 ― ― ・割れ目について記載（石英脈の切断）。 ・石英脈を切る箇所が不明瞭であり，割れ目は連続性に
乏しいことから追記せず。

―

16 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

17 ― ― ・風化が著しい区間を記載。 ・風化の程度については，RQD， 大コア，岩級区分で示
しているため追記せず。

―



補足2-13-7

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

18

19

20

21

22

18
～
22

18
～
22

18
～
22

18
～
22

18
～
22

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

18～22 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は38°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。
・誤記修正
（N7°78W→N7°E78W）。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・固結した礫状部の色調として，明赤灰色と書くべきところを
誤ってにぶい橙色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・割れ目の密集部については，固結礫状部に含めている
ため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-8

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

23

24

25

23
～
25

23
～
25

23
～
25

23
～
25

23
～
25

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

23～25 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・誤記修正
（N14°W40°W→N18°E46°W）。
・"傾斜は13°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-9

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

26

27

28

29

26
～
29

26
～
29

26
～
29

26
～
29

26
～
29

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

26～29 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・表現の見直し（79°W→79°N）。
・"傾斜は47°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・上端境界の見かけの傾斜として，47°と書くべきところを
誤って37°と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-10

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

32

30

31

30
～
32

30
～
32

30
～
32

30
～
32

30
～
32

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

30～32 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・"傾斜は12°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-11

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

33

34

35

36

37

37 37
37

37
37

33
～
36

33
～
36

33
～
36

33
～
36

33
～
36

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

33～36 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・誤記修正
（N4°E86°W→N4°E86°E）。
・"傾斜は35°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

37 変更なし 変更なし ・原岩組織の残留の程度を記載。
・部分的な粘土化を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関す
る補足的なものであるため追記せず。
・一部に粘土を含むが，直線性や連続性に乏しいことから
追記せず。

変更なし



補足2-13-12

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

40

38

39

41

38 3838 3838

39
～
41

39
～
41

39
～
41

39
～
41

39
～
41

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

38 変更なし 変更なし ・角礫状の成因を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・風化については，岩級区分で示しているため追記せず。

変更なし

39～41 変更なし
（誤記）上端境界の見かけの傾斜
として53°と書くべきところを誤っ
て56°，下端境界の見かけの傾
斜として56°と書くべきところを
誤って53°と記載。

・誤記修正（48.88～
48.92m→48.08～48.12m）。
・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・誤記修正
（N40°E76°W→N38°W15°NE
）。
・"傾斜は56°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・誤記修正（上端境界の傾斜は56°→上端境界の傾斜は
53°，下端境界の傾斜は53°→下端境界の傾斜は56°）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・"石英粒を含む"との記載については，補足的なものであ
るため追記せず。
・正しい上端境界，下端境界の傾斜の反映漏れ。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-13

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

42

43

44

45

46

47

48

44

46
～
48

44

46
～
48

44 44

46
～
48

46
～
48

44

46
～
48

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

42 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目沿いの風化を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの風化については，補足的なものであるのた
め追記せず。

―

43 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在，割れ目下位側の粘土
状化）。

・粘土を挟在するが，低角度の割れ目に変位を与えておら
ず，連続性に乏しいことから追記せず。
・割れ目下位側の粘土化については，周囲に比べて著しく
粘土化しているものではないことから追記せず。

―

44 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂～砂状部を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

45 ― ― ・硬軟を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂～粘土状化）。

・コアの硬軟については，岩級区分で示しているため追記
せず。
・割れ目沿いに砂～粘土状を呈するが，連続性や直線性
に乏しく，周囲に比べて著しく砂～粘土状化していないこと
から追記せず。

―

46～48 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は39°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-14

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

50

49

A

50

A

50

A

50

A

50

A

50

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

A 変更なし 変更なし ― 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

49 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

50 変更なし 変更なし ・砂～砂礫状の区間について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-13-15

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

51

52

53

54

55

51
～
55

51
～
55

51
～
55

51
～
55

51
～
55

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

51～55 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・"傾斜は18°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・誤記修正（褐灰色の固結粘土状部→明褐灰色の固結粘土
状部）。
・固結した礫状部の色調として，にぶい黄橙色と書くべきとこ
ろを誤って明褐灰色と記載。
・下端境界の見かけの傾斜として，27°と書くべきところを
誤って37°と記載。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

・誤記修正（逆断層センス→右ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-16

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

56

57

60

58

59

56
～
60

56
～
60

56
～
60

56
～
60

56
～
60

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

56～60 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。その後，申請
書提出から審査会合（H29.12.22）
までの間に薄片観察による断層
岩区分を行ったが，肉眼観察によ
る判断結果から変更は無い。断
層ガウジを未固結粘土状部，断
層角礫を未固結礫状部，カタク
レーサイトを性状に応じて，固結
礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は50°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・割れ目の密集部の色調として，にぶい橙色と書くべきところ
を誤ってにぶい褐色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・割れ目の密集部については，固結礫状部に含めている
ため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし



補足2-13-17

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

61

61 61
61

61
61

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

61 変更なし ・"正断層センスである"との記載
については，肉眼観察に基づくも
のであり，審査資料では，薄片観
察の結果で得られた 新活動面
の変位センスを記載することして
いるため削除。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・"傾斜は46°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし



補足2-13-18

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

62

63

64

65

62
～
64

62
～
64

62
～
64

62
～
64

62
～
64

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

62～64 変更なし
（誤記）上盤境界の見かけの傾斜
として，40°と書くべきところを
誤って41°，下盤境界の見かけ
の傾斜として，30°と書くべきとこ
ろを誤って20°～40°と記載。

・誤記修正（68.27～
68.34m→68.02～68.06m）。
・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は41°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・誤記修正（上端境界の傾斜は41°→40°，下端境界の傾
斜は20°～40°→30°）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・正しい見かけの傾斜の反映漏れ（上端境界40°→41°，
下端境界30°→20°～40°）。

・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。

65 ― ― ・硬軟と割れ目の発達の程度を記載。
・軟質化の状況を記載。

・硬軟の程度については，岩級区分で示しているため追記
せず。
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・区間上端が軟質化しているが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―



補足2-13-19

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

66

67

70

68

69

66

67

70

66

67

70

66

67

70

66

67

70

66

67

70

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

66 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂～砂礫状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

67 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・挟在物の有無の傾向について追記。

変更なし

68 ― ― ・割れ目沿いの変色について記載。 ・割れ目沿いの変色については，補足的なものであるため
追記せず。

―

69 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目沿いの岩片～角礫状化について記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

70 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの岩片～角礫状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-13-20

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

71

72

73

74

75

76

71

74

73

71

74

73

71

74

73

71

74

73

71

74

73

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

71 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

変更なし

72 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・一部に粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しいこと
から追記せず。

―

73 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・花崗斑岩中の鉱物の晶出を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

変更なし

74 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

75 ― ― ・硬軟と割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟及び割れ目の発達の程度については，岩級区分で
示しているため追記せず。

―

76 ― ― ・軟質な区間を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―



補足2-13-21

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

77

80

78

79

77
～
80

77
～
80

77
～
80

77
～
80

77
～
80

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

77～80 変更なし ・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は48°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。
・記載の適正化
（N15°E82W→N15°E82°W）。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・固結した礫状部の色調として，にぶい橙色と書くべきところ
を誤ってにぶい褐色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

・誤記修正（正断層センス→右ず
れ正断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-13-22

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

81

82

83

81
～
83

81
～
83

81
～
83

81
～
83

81
～
83

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

81～83 変更なし ・破砕帯名を記載。
・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス）。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は50°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-23

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

84

85

86

84
～
86

84
～
86

84
～
86

84
～
86

84
～
86

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

84～86 変更なし ・破砕帯名を記載。
・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス）。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は30°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・上端境界の見かけの傾斜として，30°と書くべきところを
誤って38°と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-24

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

87

90

88

89

87
～
89

87
～
89

87
～
89

87
～
89

87
～
89

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

87～89 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・記載の適正化
（N5°W82W→N5°W82°W）。
・"傾斜は51°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。

90 ― ― ・脆弱化している区間を記載。 ・脆弱化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分
で示しているため追記せず。

―



補足2-13-25

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

91

92

93

94

95

96

91

96

92

94

91

96

92

94

91

92

91

96

92

94

96

94

91

92

96

94

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

91 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"硬軟"の欄に基づき，硬軟の程度について追記。

変更なし

92 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

93 ― ― ・風化と割れ目の発達の程度を記載。 ・風化や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

94 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂状化について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

95 ― ― ・風化による軟質化を記載。

・割れ目について記載（粘土の挟在）。
・風化による軟質化を伴う岩盤の劣化については，岩級区
分で示しているため追記せず。
・一部に粘土を挟在するが，系統的でなく，連続性や直線
性に乏しいことから追記せず。

―

96 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度について記載。
・割れ目について記載（ゆ着割れ目）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の密着の程度については，岩級区分で示している
ため追記せず。

変更なし



補足2-13-26

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

97

100

98

99

97

98

97

98

97

98

97

98

97

98

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

97 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの細片化について記載。
・風化と硬軟を記載。
・割れ目について記載（鉱物の晶出）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化や硬軟の程度については，岩級区分で示しているた
め追記せず。
・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

変更なし

98 変更なし 変更なし ・割れ目沿いの砂状化について記載。
・割れ目について記載（傾斜，砂の挟在，鉱物の晶出）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の傾斜，鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。
・一部に砂を挟在するが，連続性に乏しいことから追記せ
ず。

変更なし

99 ― ― ・割れ目について記載（ゆ着割れ目）。 ・割れ目沿いに開口しているが，掘削時の機械割れと判断
し追記せず。

―

100 ― ― ・割れ目沿いの岩片化について記載。
・硬軟を記載。

・割れ目沿いに岩片化しているが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―



補足2-13-27

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

101

102

103

104

101

102

103

101

102

103

101

102

103

101

102

103

101

102

103

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

101 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（色調，細片化）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・色調については，補足的なものであるため追記せず。
・一部で細片化しているが，掘削時の機械割れと判断し追
記せず。

変更なし

102 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目沿いの砂状化については，連続性に乏しいことか
ら追記せず。

変更なし

103 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化の幅）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"硬軟"の欄に基づき，硬軟の程度について追記。
・砂状化の幅については，ばらつきがあるため追記せず。

変更なし

104 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-13-28

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

105

106

107

105

107
～

105

107
～105

107
～

105

107
～

105

107
～

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

105～107 変更なし ・誤記修正（120.53～
120.55m→120.63～120.65m）
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・"傾斜は32°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

・誤記修正（左ずれセンス→左ず
れ逆断層センス，審査会合
（R1.10.11）にて説明済み）。
・薄片観察の結果に基づき断層
岩区分を見直したことに伴い，未
固結粘土状部の表記を固結粘土
状部に見直し。



補足2-13-29

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

110

108

109
110

109

B

109

B

110

110

109

B

110

109

B

110

109

B

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

108 － － ・割れ目の発達の程度，風化，変質を記載。 ・割れ目の発達の程度，風化，変質については，RQD，
大コア長，岩級区分で示しているため追記せず。

－

109,B 変更なし 変更なし ・脆弱化の程度について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度について記載。
・割れ目沿いに特に細片化している区間について追記。

変更なし

110 変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・再観察により上端境界と下端境
界の見かけの傾斜を見直し。
・記載の適正化
（N18°E82E→N18°E82°E）。

・破砕幅を記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・見かけの傾斜として，"上端境界の傾斜は52°"と書くべき
ところを誤って"上端境界の傾斜は50°"，"下端境界の傾斜
は52°"と書くべきところを誤って"下端傾斜の境界は50～
66°"と誤って記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
（※ただし，断層岩区分は薄片観察結果に基づく）

変更なし



補足2-13-30

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

111

112

113

114

115

116

111

114
～

111

114
～

111

114
～

111

114
～

115,
116

111

114
～

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

111～114 変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は63°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

115,116 変更なし 変更なし ・砂状化の区間の記事を細分。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化，粘土の挟在）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目沿いで砂状化する区間のうち，砂状化が特に目立
つ区間を記載。
・割れ目沿いの砂状化し粘土脈を伴うが，連続性に乏しい
ことから追記せず。

変更なし

115,
116

115,
116

115,
116

115,
116



補足2-13-31

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

117

120

118

119

117117

118

120
～

118

120
～

117 117

118

120
～

118

120
～

117

118

120
～

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

117 変更なし 変更なし ・アプライトの分布深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

118～120 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・記載の適正化
（N1°E72E→N1°E72°E）。
・"傾斜は45°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・下端境界の見かけの傾斜として，50°と書くべきところを
誤って35°と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし



補足2-13-32

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

121

122

123

124
125
126

124

125

126

124

125

126

121

123
～

121

123
～

124

125

126125

126

121

123
～121

123
～

124

125

126

121

123
～

124

124

124

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

121～123 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・"傾斜は75°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

124 変更なし ・花崗斑岩の分布範囲を一括記
載。

・花崗斑岩の分布深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

125 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

126 変更なし 変更なし ・礫状部について記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-13-33

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

127

130

128

129

127

129

127

129

127

129

127

129

127

129

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

127 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの砂状化）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目沿いで一部砂状化しているが，直線性や連続性
に乏しいことから追記せず。

変更なし

128 ― ― ・割れ目について記載（鉱物の晶出）。 ・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

―

129 変更なし 変更なし ・風化と変質による軟質部を記載。
・割れ目の発達の程度を記載。
・粘土脈について記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化と変質による軟質部ついては，岩級区分で示してい
るため追記せず。

変更なし

130 ― ― ・割れ目について記載（鉱物の晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―



補足2-13-34

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

131

132

135

136

133

134

132132

133

136
～ 133

136
～

132 132

133

136
～

133

136
～

132

133

136
～

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

131 ― ― ・割れ目について記載。（割れ目沿いの岩片化） ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

132 変更なし 変更なし ・砂～砂礫状部について記載。
・砂～砂礫状の成因を記載。
・粘土の点在について記載。
・割れ目について記載（鉱物脈）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・区間内でより多くの割合を占める砂礫について記載。
・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が
認められないため追記せず。
・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。

変更なし

133～136 変更なし ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新
活動面の変位センスを記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・"傾斜は68°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・未固結粘土状部の見かけの傾斜に記載については，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）



補足2-13-35

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H27-B-2

137

138

139

142

140

141

137

140
～

137

140
～

137

140
～

137

140
～

141

137

140
～

141

141 141 141

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

137～140 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・"傾斜は36°である"との記載に
ついては， 新活動面の見かけ
の傾斜を示したものであり， 新
活動面の走向・傾斜を別途示して
いるため削除。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・下端境界の見かけの傾斜として，65～80°と書くべきところ
を誤って65～70°と記載。
・固結した礫状部の色調として，灰褐色と書くべきところを
誤って緑灰色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・未固結粘土状部の見かけの傾斜に記載については，
新活動面の走向・傾斜を別途示しているため追記せず。

変更なし
（※ただし，断層岩区分は薄片観
察結果に基づく）

141 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・155.00～160.00m区間のうち，特に緑灰色が顕著な区間
について記載。

変更なし

142 ― ― ・割れ目について記載（鉱物脈）。 ・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。 ―



補足2-13-36

余白



補足2-14-1

H19-No.4



補足2-14-2

余白



補足2-14-3

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

1

2

3

4
5

1

3

4

5

A

1

3

4

5

A

1

3

4

5

A

1

3

4

5

A

1

3

4

5

A

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

A ・柱状図に合わせて表土と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

1 ・柱状図に合わせて礫混じり砂質シルトと記載。
・表現の見直し。（cm→mm）

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

2 ・岩盤区間については，柱状図に対応した岩種毎に記載することとしており，まとめ
書きの記載は削除。

－ － － －

3 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

4 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

5 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-4

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

6

7

8
9

10

11

6
～
11

6
～
11

6
～
11

6
～
11

6
～
11

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

6～11 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，シルト～砂質シルト状～粘土混じり礫状と記載。
・シルト～砂質シルト状の色調については，幅の大きな区間の色調として，暗褐灰色
と記載。
・粘土混じり礫状の色調については，"色調"欄に基づき，灰白～淡黄色と記載。
・シルト～砂質シルトの累計幅としては，破砕区分Hcの区間の幅の合計値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるため，端部で取得したもの
を除き削除。
・"軟質化"との記載については，破砕部の硬軟を記載しないこととしているため削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの再解析結果
による 新活動面の走向・傾斜の
見直しを反映。

・ボアホールテレビの再解析結果
による 新活動面の走向・傾斜の
見直しを反映。

変更なし



補足2-14-5

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

12

13

12

13

12

13

12

13

12

13

12

13

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

12 ・シルト混じり礫状の色調については，"色調"欄に基づき，浅黄色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・下盤側にシルト状部分を挟むとの記載については，シルト状部分が不明瞭であるこ
とから削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・誤記修正（報告書から申請書提
出までの間に行った再観察により
上端深度及び下端深度を見直し
た。申請書案には未反映であった。
再観察では，破砕部の上端につ
いて，機械割れ部分を破砕部で
はないと判断した。下端について
は，深度の読み取りのずれを修
正した。）。
・上記再観察による上端及び下端
境界の見かけの傾斜の見直しを
反映（上端境界は不明瞭であるた
め削除）。

・カタクレーサイト中に挟在する細
粒物質について，カタクレーサイト
の特徴が明確に確認できないも
のについて，肉眼観察の結果に
基づき，保守的に粘土を挟在する
もの（断層ガウジ）として扱い，幅
20mmの粘土を追記。

変更なし

13 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-6

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

14

15

16

14

15

14

15

14

15

14

15

14

15

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

14 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

15,16 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-21頁）。

変更なし ・再観察により破砕部と認定。破
砕部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-13頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察により上端深度を見
直し。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・破砕部の見かけの傾斜につい
ては，補足的なものであるため削
除。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし



補足2-14-7

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

a

17

18

19

20

21

19

20

21

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

a

17

18

19

20

21

a

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

17 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

a ― ― ・再観察により破砕部と認定。破
砕部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-14頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。

変更なし 変更なし

18 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

19 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。
・軟質化の程度については，周囲との差が明瞭でないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

20 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

21 ・柱状図に合わせてアプライトとその深度区間を記載。
・岩盤区間については，柱状図に対応した岩種毎に記載することとしており，まとめ
書きの記載は削除。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-8

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

22

26

27

24
25

23,
24

22

26

27

B

23,
24

26

27

22

B

23,
24

26

27

22

B

23,
24

22

26

27

B

23

23,
24

22

26

27

B

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

22 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

23,24 ・シームという用語については削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-22頁）。
・シームの傾斜については，補足的なものであるため削除。

変更なし ・再観察により破砕部と認定。破
砕部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-15頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。
・上記再観察による上端及び下端
境界の見かけの傾斜の見直しを
反映（下端境界に変更はなく，上
端境界は不明瞭であるため削除）。

変更なし 変更なし

25 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。

－ － － －

B,26 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。 変更なし ・誤記修正（mm→m）。 変更なし 変更なし

27 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-9

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

28

29

30

31

32

28

29

28

29

28

29

28

29

28

29

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

28 ・シルト混じり礫状の色調については，"色調"欄に基づき，浅黄橙色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・"粘土を挟む"との記載については，粘土が不明瞭であることから削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし

29 ・コア写真に基づき半割れ状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

30 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

31 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-23頁）。

－ － － －

32 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-24頁）。

－ － － －



補足2-14-10

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

33

36
37

38

34

35

33

38

34

35
～
37

33

38

34

35
～
37

33

38

34

35
～
37

33

38

34

35
～
37

33

38

34

35
～
37

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

33 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

34 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

35～37 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土混じり礫状～シルト質礫状と記載。
・色調については，"色調"欄に基づき淡黄色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・"褐灰・黄灰色シルト状"との記載については，シルトが不明瞭であることから削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし

38 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，砂礫質粘土状と記載。
・幅の記載については，区間長を記載しているため削除。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

変更なし 変更なし



補足2-14-11

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

39

40

41

42

39

40

41

39

40

41

39

40

41

39

40

41

39

40

41

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

39 ・色調については，"色調"欄に基づき浅黄橙色と記載。
・幅の記載については，区間長を記載しているため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

40 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

41 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

42 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。
・色調については，補足的なものであるため削除。

－ － － －



補足2-14-12

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

43

46

44

45

43

45

43

45

43

45

43

45

43

45

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

43 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

44 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

45 ・表現の見直し（74.80付近～81.00m付近まで→74.80～81.00m）。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

46 ・風化については，岩級区分で示しているため削除。
・色調については，補足的なものであるため削除。

－ － － －



補足2-14-13

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

47

48

49

50

52
53

49

50

52

53

47,
48

49

50

52

53

51

51

49

50

52

53

51

51

49

50

52

53

51

49

50

52

53

51

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

47,48 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。
・岩盤区間については，柱状図に対応した岩種毎に記載することとしており，まとめ
書きの記載は削除。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さについては，
補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし

49 ・シルト～砂質シルトの累計幅としては 大値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。

変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合（H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。
・表現の見直し（"ボアホールテレ
ビでは走向・傾斜を測定できない
"との記載を削除）。

変更なし 変更なし

50 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

51 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

52 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

53 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

47,
48

47,
48

47,
48

47,
48



補足2-14-14

H19-No.4

54

57

58

59

60

61

62

63

55

56

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

54

55

56

63

58
～
62

54

55

56

63

61

54

55

56

63

58
～
62

59,
60,
62

54

55

56

63

61

59,
60,
62

54

55

56

63

61

59,
60,
62

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

54 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

55 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

56 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・境界の明瞭さについて，記載が
重複していたため一方を削除。

変更なし 変更なし

57 ・カリ長石については，補足的なものであるため削除。 － － － －

58～62 ・変質している区間を一括記載。
・"浅黄色を呈し"と記載。
（誤記）色調欄に基づき，淡黄色と書くべきところを誤って浅黄色と記載。
・シームという用語については削除。
・シームの詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-25頁）。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。
・誤記修正（幅7～10m→幅7～
10mm）。

変更なし 変更なし

63 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-15

H19-No.4

64

67

68

69

70

71

72

73

65

66

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

64
～
72

73

64
～
72

73

64
～
72

73

64
～
72

73

64
～
72

73

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

64～72 ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，砂質シルト状～粘土混じり礫状と記載。
・明桃色砂質シルトの累計幅としては 大値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・"やや硬い"との記載については，破砕部の硬軟を記載しないこととしているため削
除。
・"原岩組織を残す"との記載については，岩盤の劣化に関する補足的なものである
ため削除。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるため，端部で取得したもの
を除き削除。

変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。その後，申請書提出から審査
会合（H29.12.22）までの間に薄片
観察による断層岩区分を行った
が，肉眼観察による判断結果から
変更は無い。断層ガウジを未固
結粘土状部，断層角礫を未固結
礫状部，カタクレーサイトを性状に
応じて，固結礫状・砂状・粘土状
部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。

変更なし 変更なし

73 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-16

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

74

77

75

76

78

79

74,
75

76

77,
78

79

74,
75

76

77,
78

79

74,
75

76

77,
78

79

74,
75

76

77,
78

79

74,
75

76

77,
78

79

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

74,75 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

76 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

77,78 ・柱状図に合わせてアプライトとその区間深度を記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

79 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし



補足2-14-17

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

81

84

82

83

86

87

88

80,
81

82

83

85

88

C

80

80,
81

82

83

85

88

C

85

80,
81

82

83

85

88

C

80,
81

82

83

85

88

C

80,
81

82

83

85

88

C

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

80,81 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。
・誤記修正（140.25m→140.45m）

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

82 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

83 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

84 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

85 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

86 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

87 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。

－ － － －

88 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

C ・B’級の良好な岩盤を挟む区間を一括記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-18

H19-No.4

89

92

90

91

93

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

89,
90

92

89,
90

92

89,
90

92

89,
90

92

89,
90

92

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

89,90 ・花崗斑岩と区間深度と上端境界の傾斜を一括記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

91 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-26頁）。

－ － － －

92 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

93 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －



補足2-14-19

H19-No.4

94

95

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

95

94

D

95

94

D

95

94

D

95

94

D

95

94

D

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

D ・RQDと 大コア長の増大が顕著であることから，CM’級及びB’級の良好な岩盤から
なる区間を一括記載。
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき長柱状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

94 変更なし 変更なし ・再観察により破砕部と認定。破
砕部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-16頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし

95 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-20

H19-No.4

96

97

98

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

97 97 97 97 97

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

96 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。

－ － － －

97 ・"コア形状"欄に基づき柱状～長柱状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

98 ・色調については，補足的なものであるため削除。
・割れ目の発達の程度については，周囲の割れ目と差異が認められないため削除。

－ － － －



補足2-14-21

H19-No.4
委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

103

99
～ 103

99
～

103

99
～ 103

99
～

103

99
～

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

99～103 ・破砕帯名を記載。
・薄片観察の結果で得られた 新活動面の変位センスを記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，シルト状～礫混じりシルト～砂質シルト～礫混じりシルト質砂状と記載。
・シルト状の色調については，灰白～灰黄・褐色と記載。
・シルト状の色調として，灰白～灰黄・褐～黄灰色と書くべきところを誤って灰白～灰
黄・褐色と記載。
・礫混じりシルト～砂質シルト～礫混じりシルト質砂状の色調については，"色調"欄
に基づき，褐灰～明黄褐～橙～灰黄色と記載。
・シルト～礫混じりシルトの累計幅としては，破砕区分Hcの区間の幅の合計値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・誤記修正（右ずれ正断層センス
→正断層センス）。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。その後，申請書提出から審査
会合（H29.12.22）までの間に薄片
観察による断層岩区分を行った
が，肉眼観察による判断結果から
変更は無い。断層ガウジを未固
結粘土状部，断層角礫を未固結
礫状部，カタクレーサイトを性状に
応じて，固結礫状・砂状・粘土状
部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。
・誤記修正
（N19°E78°W→N9°E78°W）。

変更なし 変更なし

99

102

100

101

103



補足2-14-22

H19-No.4

104

105

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

104

105

104

105

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

104 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載を見直し。
・岩盤区間については，柱状図に対応した岩種毎に記載することとしており，まとめ
書きの記載は削除。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

105 ・シルトの累計幅としては 大値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部と
した箇所の累計幅を記載。

変更なし 変更なし

104

105

104

105

104

105



補足2-14-23

H19-No.4

106

107

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

108

106

107

109

110

111

112

110

E

111

112,
119

108
108

106

107

110

E

111

112,
119

108

106

107

110

E

111

112 ,
119

108

106

107

110

E

111

112 ,
119

108

106

107

110

E

111

112,
119

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

106 ・色調については，"色調"欄に基づき黄橙色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし

107 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

108 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。
（誤記）181.50～182.38mと書くべきところを誤って181・50～182.38と記載。

変更なし ・境界傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

E ・柱状図に合わせて花崗斑岩とその区間深度を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

109 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

110 ・柱状図に合わせてアプライトの区間深度を記載。 変更なし ・境界傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

111 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

112,119 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載（記事No.112と記事No.119を統合）。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。
・風化については，岩級区分で示しているため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-24

H19-No.4

113

114

115

116

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

113

114

115

116

113

114

115

116

113

114

115

116

113

114

115

116

113

114

115

116

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

113 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

114 ・粘土を挟在するが，連続性に乏しく，周辺の岩盤に劣化が認められないことから削
除。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

115 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

116 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-25

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

117

119

121

118

120

117

118

121

117

118

121

117

118

121

117

118

121

117

118

121

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

117 ・色調については，"色調"欄に基づきにぶい橙色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・カタクレーサイト中に挟在する
フィルム状の細粒物質のうち，カ
タクレーサイトの特徴が明確に確
認できないものについて，肉眼観
察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）と
して扱い，フィルム状の粘土を追
記。

変更なし

118 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

112,119 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載（記事No.112と記事No.119を統合）。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

120 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

121 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-26

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

122

123

124

122

123

124

122

123

124

122

123

124

122

123

124

122

123

124

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

122 ・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。

変更なし 変更なし

123 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

124 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-27

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

125

127

126

128

127

128

127

128

127

128

127

128

127

128

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

125 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-27頁）。

－ － － －

126 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

127 変更なし 変更なし ・再観察により破砕部と認定。破
砕部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-17頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・ボアホールテレビの解析結果に
よる 新活動面の走向・傾斜を記
載。

変更なし 変更なし

128 ・コア形状欄に基づき柱状～長柱状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。
・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-14-28

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.4

129

130

131
132

133

129

130

132

133

129

130

132

133

129

130

132

133

129

130

132

133

129

130

132

133

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

129 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

130 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

131 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

132 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

133 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-1

H19-No.12



補足2-15-2

余白



補足2-15-3

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

1

2

3

4

5

6
7

5

A

1

2

3

4

6

8

5

A

1

2

3

4

6

8

5

A

1

2

3

4

6

8

5

A

1

2

3

4

6

8

5

A

1

2

3

4

6

8

8

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1 ・柱状図に合わせて盛土と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

2 ・柱状図に合わせて表土と記載。
・旧表土については，ボーリング間で必ずしも統一的な記載ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

3 ・柱状図に合わせて礫混じりシルト質砂と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

4 ・表現の見直し（cm→mm）。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

5,7 ・"風化"欄に基づき，強風化部とその深度区間を一括記載。
・"コア形状"欄に基づき土砂状～岩片状と記載。
・風化を伴う岩盤の劣化については，岩級区分で示しているため詳細は削除。
・節理跡，割れ目沿いの酸化鉄については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

6 ・柱状図に合わせて花崗斑岩の区間深度を記載。 変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾
斜については，補足的なものであ
るため削除。

変更なし 変更なし

A,16,18,22 ・CL’級を主体とする区間を一括記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

8 ・割れ目の発達の程度については，"コア形状"の欄に基づき岩片状と記載。
・風化の程度については，記事Aにまとめて記載。
・硬軟については，岩級区分で示しているため削除。
・色調については，補足的なものであるため削除。
・割れ目沿いに土砂状を呈するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-4

9,
11

10

12

14

15

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

9

10
11

12

13

14

15

9,
11

10

12

14

15

9,
11
10

12

14

15

9,
11
10

12

14

15

9,
11
10

12

14

15

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

9,11 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

10 ・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

12 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。
・"コア形状"欄に基づき，土砂状と記載。
・"硬軟"欄に基づき，周囲に比べ軟化していることから軟質と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

13 ・風化の程度については，記事Aにまとめ書きしており，当該区間の周囲と明瞭な差
が認められないため削除。
・色調については，補足的なものであるため削除。

－ － － －

14 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

15 ・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。
・割れ目沿いの色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-5

H19-No.12

18

16

17

19

20

21

22

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

20

21

20

21

20

21

20

21

20

21

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

16 ・風化の程度については，記事Aでまとめ書きしているため削除。
・色調については，補足的なものであるため削除。

－ － － －

17 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。
・"風化によりやや軟質"との記載については，当該区間の周囲と明瞭な差が認めら
れないため削除。
・割れ目沿いの褐色酸化については，補足的なものであるため削除。

－ － － －

18 ・風化の程度については，記事Aでまとめ書きしているため削除。
・硬軟については，岩級区分で示しているため削除。

－ － － －

19 ・色調については，補足的なものであるため削除。
・脆弱化を伴う岩盤の劣化については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているた
め削除。

－ － － －

20 ・表現の見直し（26.30m付近→26.30m）。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

21 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

22 ・"風化の程度が弱くなる"との記載については，記事Aで強風化している深度区間を
示しているため削除。

－ － － －



補足2-15-6

H19-No.12

18

19
20

15

25

26
27
28
29

23

24

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

23

25

26,
27

29

23

25

29

23

25

29

23

25

29

23

25

29

26,
27

26,
27

26,
27

26,
27

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

23 ・柱状図に合わせてペグマタイトの深度区間を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

24 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

25 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜につい
ては，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし

26,27 ・色調については，"色調"欄に基づき灰白と記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土状～細礫・砂質粘土状と記載（※細礫・砂質粘土については，Hb→
礫質粘土に読み替えた上で，“礫質”を記事欄に基づき，“細礫・砂質”としたもの）。
・褐色・灰白色粘土と書くべきところを誤って灰白色粘土と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるため，端部で取得したもの
を除き削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出
から審査会合 （H29.12.22）までの間に
行った，断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察で確認し
た原岩組織の残留の程度，連続性，硬軟
に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角
礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジ
を未固結粘土状部，断層角礫を未固結
礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，
固結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・誤記修正（"走向・"→"走向・傾斜"）。
（誤記）見かけの傾斜を誤って削除。

・カタクレーサイト中に挟在するフィルム
状の細粒物質にのうち，カタクレーサイト
の特徴が明確に確認できないものについ
て，肉眼観察の結果に基づき，保守的に
粘土を挟在するもの（断層ガウジ）として
扱い，フィルム状の粘土を追記。
・ボアホールテレビの再解析結果による

新活動面の走向・傾斜の見直しを反映
（不連続面が不明瞭であるため削除）。

変更なし

28 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

29 変更なし 変更なし ・誤記修正（37.14～37.32→37.14～
37.32m）。

変更なし 変更なし



補足2-15-7

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

31

34

36

38

39

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

H19-No.12

31

34

36

38

39

31

34

36

38

39

34

36

38

39

31 31

34

36

38

39

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

30 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-78頁）。

－ － － －

31 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

32 ・色調については，補足的なものであるため削除。
・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。

－ － － －

33 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

－ － － －

34 （誤記）色調について，"色調"欄に基づき明褐灰色と書くべきところを誤って明褐色と
追記。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

35 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 － － － －

36 ・"コア形状"欄に基づき長柱状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

37 ・割れ目の密着状況については，補足的な記載であるため削除。 － － － －

38 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

39 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。
・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-8

H19-No.12

42

40

41

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

40

41

42

41

42

41

42

40

41

42

41

42

40 40 40

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

40 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。
・一部に砂を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められない
ことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

41 ・ "色調"欄に基づき，灰白色と記載。
（誤記）粘土の幅について，5mmと書くべきところを誤って3mm
と記載。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし

42 ・粘土の累計幅としては 大値を記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合 （H29.12.22）までの間に
行った，断層岩区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認
した原岩組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断
層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，断層角礫を
未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部と
記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記載。
・ボアホールテレビの再解析結果による 新活動面の走向・傾斜の見直しを反
映。

変更なし 変更なし



補足2-15-9

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

43
44

45

46

48

47

49

50

43

44

47

49

46

43

44

47

49

46

43

44

47

49

46

43

44

47

49

46

43

44

47

49

46

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

43 ・"コア形状"欄に基づき岩片状，土砂状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

44 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

45 ・"柱状コア"との記載については，岩片状～短柱状コアの区間も多くみられる当該区
間のコア状況を表現できていないため削除。

－ － － －

46 ・"やや節理多く"との記載については，周囲の岩盤状況との比較によるものであり，
当該区間のコア形状自体は良好であるため，"割れ目が少なく"と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

47 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

48 ・割れ目沿いに角礫～砂状を呈しているが，掘削時の機械割れと判断し削除。 － － － －

49 ・脆弱化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

50 ・割れ目沿いの局所的な変質については，補足的なものであるため削除。 － － － －



補足2-15-10

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

51

52

53

55

54

51

53

a

54

55

51

53

54

55

51

53

54

55

51

53

a

54

55

51

53

a

54

55

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

51 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

52 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

－ － － －

53 ・"コア形状"欄に基づき岩片状～短柱状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

a － － ・再観察により破砕部と認定。破砕部への見直しの詳細
については別途説明（補足説明資料４ 補足4-18頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走
向・傾斜を記載。

変更なし 変更なし

54 ・"硬軟"の欄に基づき硬軟を記載。
・"コア形状"欄に基づき長柱状と記載。
・割れ目沿いの酸化については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

55 ・下端境界の明瞭さについては記事No.59に基づき記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。
・流理については，補足的なものであるため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし



補足2-15-11

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

56

57

58

59

60

57

59

60

56

57

59

60

56

57

59

60

56

57

59

60

56

57

59

60

56

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

56 ・割れ目の発達状況については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削除。
・酸化については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

57 ・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・幅の記載については，区間長を記載しているため削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。

変更なし 変更なし

58 ・割れ目沿いの鉱物晶出については，補足的なものであるため削除。 － － － －

59 ・下端境界の明瞭さについては記事No.66に基づき記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

60 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-12

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

61

62

63

64

65

61

62

61

62

61

62

61

62

61

62

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

61 ・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。

変更なし 変更なし

62 ・"硬軟"欄に基づき硬軟を記載。
・"コア形状"欄に基づき長柱状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

63 ・割れ目の発達の程度については，周囲の割れ目と差異が認められないため削除。 － － － －

64 ・"節理が見かけ2cm逆断層的にずれる"と記載されているが，周囲の岩盤に劣化が
認められないことから削除。

－ － － －

65 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しており，周囲
の割れ目と差異が認められないため削除。

－ － － －



補足2-15-13

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

66

67

68

69

67

66

68

69

67

66

68

69

67

66

68

69

67

66

68

69

67

66

68

69

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

66 ・下端境界の明瞭さについては記事No.83に基づき記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

67 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

68 ・砂状～シルト状の色調については，"色調"欄に基づき，明褐灰色と記載。
・粘土～シルトの累計幅としては，それぞれの 大値の合計を記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。

・薄片観察の結果で得られ
た 新活動面の変位セン
スを記載。
（※ただし，断層岩区分は
薄片観察結果に基づく）

変更なし

69 ・色調については，補足的なものであるため削除。
・表現の見直し（cm→mm）。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-14

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

70

71

72

74

73

75

71

73

74

71

73

74

71

73

74

71

73

74

71

73

74

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

70 ・割れ目の発達の程度については，周囲の割れ目と差異が認められないため削除。 － － － －

71 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

72 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 － － － －

73 ・"コア形状"欄に基づき岩片状～短柱状と記載。
・一部で細礫状部を挟在するが，掘削時の機械割れと判断し削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

74 ・砂状～土砂状の色調については，"色調"欄に基づき，にぶい黄橙色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。

・カタクレーサイト中に挟在す
るフィルム状の細粒物質のう
ち，カタクレーサイトの特徴が
明確に確認できないものにつ
いて，肉眼観察の結果に基づ
き，保守的に粘土を挟在する
もの（断層ガウジ）として扱い，
フィルム状の粘土を追記。

変更なし

75 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

75 75

75
75 75



補足2-15-15

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

77

78

79

80

77

78

79

80

77

78

79

80

77

78

79

80

77

78

79

80

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

76 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

77 ・色調については，補足的なものであるため削除。
・"コア形状"欄に基づき岩片状～短柱状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

78 ・"色調"欄に基づきにぶい褐色と記載。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

79 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

80 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

76

77

78
79

80



補足2-15-16

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

81

82

84

85

86

83

87

88

81

82

83

84

85

87

88

B

H19-No.12

81

82

83

84

85

87

88

B

81

82

83

84

85

87

88

B

82

83

84

85

87

88

B

82

83

84

85

87

88

B

81 81

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

81 ・硬軟と割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示している
ため削除。
・"コア形状"欄に基づき土砂状～岩片状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

82 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

83 ・下端境界の明瞭さについてはコア写真に基づき記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾
斜については，補足的なものであ
るため削除。

変更なし 変更なし

84 ・"コア形状"欄に基づき岩片状～短柱状と記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

85 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

86 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-79頁）。

－ － － －

87 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾
斜については，補足的なものであ
るため削除。

変更なし 変更なし

88 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

B ・RQD及び 大コア長の増大が認められ，かつ，硬質であることから，"硬軟"欄及び
"風化"欄に基づき，硬質・新鮮と記載。
・"コア形状"欄に基づき，柱状～長柱状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-17

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

89

90

91

92

93

94

95

96

89

90

92

93

95

96

89

90

92

93

95

96

89

90

92

93

95

96

89

90

92

93

95

96

89

90

92

93

95

96

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

89 ・"コア形状"欄に基づき岩片状～柱状と記載。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

90 ・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。

変更なし 変更なし

91 ・変色については，補足的なものであるため削除。
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。

－ － － －

92 （誤記）"岩種区分"欄に基づく深度区間172.87mと書くべきところを誤って184.00mと記
載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間の
み記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

93 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

94 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

95 ・ "色調"欄に基づきにぶい黄橙色と記載。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

96 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし



補足2-15-18

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

97

98

99

100

97

98

99

100

97

98

99

100

97

98

99

100

97

98

99

100

97

98

99

100

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

97 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示しているため削
除。
・色調については，補足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

98 ・砂質シルトの累計幅については，報告書から申請書提出までの間に行った再観察
の結果に基づき62mmと記載。
・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を
記載。

変更なし 変更なし

99 ・ "色調"欄に基づきにぶい黄橙色と記載。 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

100 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-19

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

101

102,
103  

C

D

101

102

103

H19-No.12

104

101

102,
103

C

D

101

102,
103

C

101

102,
103

C

101

102,
103

C

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

101 ・破砕帯名を記載。
・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒度を示
すこととし，粘土状～礫質粘土状と記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。

変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした
再観察の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断
層ガウジ，断層角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘土状部
と記載。
・再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記載。
・表現の見直し（"ボアホールテレビでは，走向・傾斜は
測定できない"との記載を削除）。

変更なし 変更なし

102,103 ・変質している区間を一括記載。
・ "色調"欄に基づき浅黄色～橙色と記載。
・全体に系統的な配列のないシルトが認められるため，個々の幅の記載については
削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

C ・柱状図に合わせてアプライトとその深度区間を記載。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

D ・柱状図に合わせて花崗斑岩とその深度区間を記載。 変更なし （誤記）花崗斑岩の深度区間に関する記事全体を誤って
削除。

－ －

104 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。
・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。

－ － － －



補足2-15-20

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

E

105

106

107,
108

110

105

107

106

108

109

110

H19-No.12

106

110

106

110

106

110

106

110

105 105
105 105

107,
108

107,
108

107,
108

107,
108

E

E E E

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

105 ・柱状図に合わせてアプライトの深度区間を記載。 変更なし ・岩種境界の明瞭さや見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

106 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

E,109 ・柱状図に合わせて花崗斑岩とその深度区間を記載。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

変更なし （誤記）181.10～250.00mと書くべきところを誤って184.00
～250.00mと記載。

変更なし 変更なし

107,108 ・ "色調"欄に基づき，にぶい黄橙色と記載。
・シームという用語については削除。
・シームの詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-80頁）。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし

110 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補足的な
ものであるため削除。

変更なし 変更なし



補足2-15-21

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

111

112

113

114

115

116

118

117

113

114

115

116

117

118

113

114

115

116

117

118

113

114

115

116

117

118

113

114

115

116

117

118

113

114

115

116

117

118

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

111 ・色調については，補足的なものであるため削除。 － － － －

112 ・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。
・一部割れ目沿いで土砂状を呈するが，掘削時の機械割れと判断し削除。

－ － － －

113 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

114 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

115 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

116 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

117 変更なし 変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜
については，補足的なものである
ため削除。

変更なし 変更なし

118 ・"コア形状"欄に基づき岩片状～短柱状と記載。
・一部で割れ目沿いに細礫～砂状を呈するが，掘削時の機械割れと判断し削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-22

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

121

121

122

123

H19-No.12

119

120

121 121 121 121

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

119 ・花崗斑岩の深度区間については，記事Eで記載しているため削除。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

－ － － －

120 ・一部に砂混じりシルトを挟在するが，連続性や直線性に乏しいことから削除。 － － － －

121 ・色調については，補足的なものであるため削除。 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

122 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-81頁）。

－ － － －

123 ・長石の白色化については，風化・変質に関する補足的なものであることから削除。 － － － －



補足2-15-23

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

124

125,
126

127,
128

129

125

124

126

127

129

H19-No.12

128

124

125,
126

129

124

125,
126

129

124

125,
126

129

124

125,
126

129

127,
128

127,
128

127,
128

127,
128

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

124 ・ボアホールテレビの解析結果による 新活動面の走向・傾斜を記載。
・"傾斜55度"との記載については，見かけの傾斜を示しており，上端
境界と下端境界で同様の傾斜であることから，"上盤境界の傾斜は
55°，下盤境界の傾斜は55°"と記載。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織の残留の
程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，
カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，断層
角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫
状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察による上端境界の見かけの傾斜の見直しを反映
（境界が直線的ではないため削除）。

・カタクレーサイト中に挟在するフィル
ム状の細粒物質のうち，カタクレーサ
イトの特徴が明確に確認できないも
のについて，肉眼観察の結果に基づ
き，保守的に粘土を挟在するもの（断
層ガウジ）として扱い，フィルム状の粘
土を追記。

変更なし

125,126 ・割れ目の多い区間を一括記載。
・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

127,128 ・破砕帯名を記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。
・"半固結"との記載については，破砕部の固結度を統一的に記載し
ているわけではないため削除。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるため，端部
で取得したものを除き削除。

変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察で確認した原岩組織の残留の
程度，連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層角礫，
カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未固結粘土状部，断層
角礫を未固結礫状部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫
状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累計幅を記載。
・表現の見直し（"ボアホールテレビでは，走向・傾斜は測定でき
ない"との記載を削除）。

変更なし 変更なし

129 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分で示
しているため削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし



補足2-15-24

H19-No.12

130

132

131

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

130,
131

132 132 132

130,
131

130,
131

130,
131

130,
131

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

130,131 ・"石英粒子混じり"との記載については，補足的なものであるため削除。
・“岩片を残す網目状”との記載については，報告書から申請書提出までの間
に行った再観察の結果に基づき，粘土混じり礫状と記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。
・破砕部の見かけの傾斜については，補足的なものであるため，端部で取得
したものを除き削除。
・破砕区分Hbの砂質シルト状と網目状破砕部の幅については，破砕区分Hc
の累計幅を記載することとしているため削除。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。
・表現の見直し（"ボアホールテレビでは，走向・
傾斜は測定できない"との記載を削除）。

変更なし 変更なし

132 ・砂質シルト状を呈するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。 － ・再観察により破砕部と認定。破砕部への見直し
の詳細については別途説明（補足説明資料４
補足4-19頁）。
・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。

・カタクレーサイト中に挟在するフィルム
状の細粒物質のうち，カタクレーサイトの
特徴が明確に確認できないものについて，
肉眼観察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）として扱
い，フィルム状の粘土を追記。

変更なし



補足2-15-25

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H19-No.12

133

134

135

136

137

138

136

133

136

133

136

133

136

133

136

133

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

133 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

134 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。 － － － －

135 ・礫混じりシルト質砂状を呈するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。 － － － －

136 ・"コア形状"欄に基づき岩片状と記載。
・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削除。
・一部に粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しいことから削除。

変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

137 ・花崗斑岩の深度区間については，記事Eで示しているため削除。
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類，粒径等については，特に目立つ区間
のみ記載することとしており，特に目立つ区間ではないため削除。

－ － － －

138 ・細礫～角礫状を呈するが，掘削時の機械割れと判断し削除。 － － － －



補足2-15-26

委託報告書
（平成19年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

142 142

140 140

H19-No.12

142

140

142

140

142

140
139

140

141

142

143

記事 報告書⇒申請書案
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

139 ・シームについては削除。
・シームの削除の詳細については別途説明（補足説明資料３ 補足3-82頁）。

－ － － －

140 ・表現の見直し（岩片や石英粒子を残す→岩片混じり）。
・ "色調"欄に基づき灰褐色と記載。

変更なし ・変質している区間の見かけ傾斜については，補
足的なものであるため削除。

変更なし 変更なし

141 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削
除。

－ － － －

142 ・性状について，報告書では破砕区分の記号で示していたが，観察による粒
度を示すこととし，シルト混じり礫状と記載。
・色調については，"色調"欄に基づき灰褐色と記載。
・ボアホールテレビの解析結果を記載（測定不可）。

変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，連
続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，断層
角礫，カタクレーサイト）を判断。断層ガウジを未
固結粘土状部，断層角礫を未固結礫状部，カタ
クレーサイトを性状に応じて，固結礫状・砂状・粘
土状部と記載。
・表現の見直し（"ボアホールテレビでは，走向・
傾斜は測定できない"との記載を削除）。

・カタクレーサイト中に挟在するフィルム
状の細粒物質のうち，カタクレーサイトの
特徴が明確に確認できないものについて，
肉眼観察の結果に基づき，保守的に粘
土を挟在するもの（断層ガウジ）として扱
い，フィルム状の粘土を追記。

変更なし

143 ・変質の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が認められないため削
除。

－ － － －



補足2-16-1

H24-B11-2



補足2-16-2

余白



補足2-16-3

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

1
2

3

4

5

6

7

8

9

1 1

8 8

9 9

11

8 8

9 9

1

8

9

10

11

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1～6 変更なし 変更なし ・埋土の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・埋土区間については，元々の地質の状態を示すもので
はないため，区間の細分については追記せず。

変更なし

7 ― ― ・堆積物区間について，土質構成や年代を一括記載。 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記
載することとしており，土質構成や年代に関するまとめ書
きは追記せず。

―

8 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその細分，構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，区間の細分については追記せ
ず。

変更なし

9～11 変更なし 変更なし ・砂の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，区間の細分については追記せ
ず。
・主体的な構成粒子として中粒～粗粒砂を記載。

変更なし



補足2-16-4

12

13

12

13

12

13

12

13

12

13

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

12

13

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

12 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその細分，構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，区間の細分については追記せ
ず。
・シルトや有機物については，当該区間の主体的な構成粒
子ではないため追記せず。

変更なし

13 変更なし 変更なし ・砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・細粒砂と細礫については，当該区間の主体的な構成粒
子ではないため追記せず。

変更なし



補足2-16-5

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

14

15

16

17

18

19

14

15

16

18

19

14

15

16

18

19

14

15

16

18

19

14

15

16

18

19

14

15

16

18

19

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

14 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。
・粗粒砂と書くべきところを誤って細～中粒砂と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・誤記のため記載を反映せず。
・礫率については，層相内で多少のばらつきがあるため追
記せず。
・層相の構成粒子については，目立つもののみを記載する
ことにしており，石英を追記せず。

変更なし

15 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

16,17 変更なし 変更なし ・有機質土混じり砂の区間深度とその細分，構成粒子を記
載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，区間の細分，構成粒子につい
ては追記せず。

変更なし

18 変更なし 変更なし ・シルト混じり礫質砂，砂礫互層の区間深度と単層毎の構成
粒子を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・当該区間では砂礫が主体であることからシルト混じり礫
質砂については追記せず。
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，単層毎の構成粒子については
追記せず。

変更なし

19 変更なし 変更なし ・礫混じりシルト質砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・堆積物区間については，柱状図に対応した層相名を記
載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし



補足2-16-6

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

20

21

22

23

24

25

20

23

20

23

20

23

20

23

H24-B11-2

20

23

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

20 変更なし 変更なし ・アプライトの区間深度，石基及び斑晶の種類を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一般的な岩相であり，石基及び斑晶の種類については，
特に目立つ区間のみ記載することとしており，特に目立つ
区間ではないため追記せず。

変更なし

21 ― ― ・流入土砂を記載。 ・流入土砂については，細粒分が割れ目を充填したもので
あり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

22 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの劣化）。 ・劣化の程度については，岩級区分に含めて示しているた
め追記せず。

―

23 変更なし 変更なし ・風化に伴う軟質化を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・軟化の程度については，岩級区分に含めて示しているた
め追記せず。

変更なし

24 ― ― ・割れ目について記載（シルト質細砂の流入）。 ・シルト質細砂の流入については，細粒分が割れ目を充填
したものであり，周囲の岩盤に劣化が認められないことか
ら追記せず。

―

25 ― ― ・割れ目について記載（細砂及び細礫の流入）。 ・細砂及び細礫の流入については，細粒分が割れ目を充
填したものであり，周囲の岩盤に劣化が認められないこと
から追記せず。

―



補足2-16-7

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

26

27

28
29

30

H24-B11-2

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

26 ― ― ・割れ目について記載。（土砂の流入） ・土砂の流入については，細粒分が割れ目を充填したもの
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。

―

27 ― ― ・粘土の混入を記載。
・マンガン汚染を記載。

・粘土の混入については，細粒分が割れ目を充填したもの
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。
・マンガン汚染については，補足的なものであるため追記
せず。

―

28 ― ― ・マンガンを伴う土砂の流入を記載。 ・土砂の流入については，細粒分が割れ目を充填したもの
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。
・マンガンについては，補足的なものであるため追記せず。

―

29 ― ― ・割れ目について記載。（砂・有機物の流入） ・砂・有機物の流入については，細粒分が割れ目を充填し
たものであり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから
追記せず。

―

30 ― ― ・粘土の流入を記載。 ・粘土の流入については，細粒分が割れ目を充填したもの
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。

―



補足2-16-8

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

31
32

33

34

35

34 34 34 34

H24-B11-2

34

36

37

38

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

31 ― ― ・粗粒砂混じり粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しく，周囲の岩
盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

32 ― ― ・粘土の流入を記載。 ・粘土の流入については，細粒分が割れ目を充填したもの
であり，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せ
ず。

―

33 ― ― ・割れ目について記載（傾斜，割れ目沿いの変色）。 ・傾斜や割れ目沿いの変色については，補足的なもので
あるため追記せず。

―

34 変更なし 変更なし ・風化・変質する区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"風化"欄に基づき風化部と記載。

変更なし

35 ― ― ・粘土混じり砂状の区間を記載。 ・粘土混じり砂状の下面は直線性がなく，礫の周囲に不規
則に充填しており，礫にも定向配列が認められないことか
ら追記せず。

―

36,37 ― ― ・粘土を伴う区間を記載。
・粘土を伴い脆弱化する区間を記載。

・一部で粘土を挟在するが，系統的でなく，連続性や直線
性に乏しいことから追記せず。
・脆弱化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分
で示しているため追記せず。

―

38 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-9

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

39 39 39 39

39

40

41

39

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

39 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いのマンガン）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と追記。
・割れ目沿いのマンガンについては，補足的なものである
ため追記せず。

変更なし

40 ― ― ・流入粘土の挟在を記載。 ・流入粘土の挟在については，細粒分が割れ目を充填し
たものであり，連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣化が認め
られないことから追記せず。

―

41 ― ― ・硬軟を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの細片・細粒化）。

・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。
・割れ目沿いに細片化しているが，周囲の岩盤と明瞭な差
が認められないことから追記せず。

―



補足2-16-10

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

42

44

45

46

43

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

42 ― ― ・固結したシルトの挟在を記載。 ・シルトを挟在するが，直線性や連続性に乏しく，周囲の岩
盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

43,44 ― ― ・土砂状部を伴う劣化を記載。
・白雲母の散在を記載。
・粘土の挟在を記載。

・一部で土砂状を呈し粘土を挟在するが，連続性に乏しく，
周囲の岩盤に劣化が認められないことから削除。
・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

―

45 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目周囲の酸化汚染）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・酸化汚染については，補足的なものであるため追記せず。

―

46 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの風化，粘土の挟在）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部で粘土を挟在するが，連続性に乏しく，周囲の岩盤
に劣化が認められないことから追記せず。
・割れ目沿いの風化については，補足的なものであるため
追記せず。

―



補足2-16-11

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

47

48

49

50

51

52

53

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

47 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・長石の粘土化を記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・長石の粘土化については，風化・変質に関する補足的な
ものであるため削除。

―

48 ― ― ・粘土脈の挟在を記載。 ・粘土脈を挟在するが，連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣
化が認められないことから追記せず。

―

49 ― ― ・斑晶を記載。
・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの劣化）。

・一般的な岩相であり，斑晶の種類，粒径等については，
特に目立つ区間のみ記載することとしており，特に目立つ
区間ではないため追記せず。
・劣化及び割れ目の発達の程度については，RQD， 大コ
ア長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

50 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの片状化）。

・割れ目沿いに片状化しているが，掘削時の機械割れと判
断し追記せず。

―

51 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの酸化）。 ・割れ目沿いの酸化については，補足的なものであるため
追記せず。

―

52 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの酸化汚染）。 ・割れ目沿いの酸化については，補足的なものであるため
追記せず。

―

53 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細粒化，酸化物，マン
ガン）。

・割れ目沿いに細粒化するが，直線性に乏しく，周囲の岩
盤に劣化が認められないことから追記せず。
・割れ目沿いの酸化物，マンガンについては，補足的なも
のであるため追記せず。

―



補足2-16-12

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

54

55

H24-B11-2

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

54 ― ― ・割れ目について記載（傾斜，割れ目沿いの細片化，マンガ
ン濃集）。

・割れ目沿いに細片化するが，直線性に乏しく，周囲の岩
盤と明瞭な差が認められないことから追記せず。
・割れ目の傾斜，割れ目沿いのマンガン濃集については，
補足的なものであるため追記せず。

―

55 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-13

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

56

57

59

58

60

61

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

56 ― ― ・粗粒砂・細礫混じり粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないこ
とから追記せず。

―

57 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの酸化）。 ・割れ目沿いの酸化については，補足的なものであるため
追記せず。

―

58 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの劣化，酸化）。 ・割れ目沿いに劣化するが，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから追記せず。
・割れ目沿いの酸化については，補足的なものであるため
追記せず。

―

59 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

60 ― ― ・細礫混じりシルト質砂の挟在を記載。 ・細礫混じりシルト質砂を挟在するが，連続性に乏しく，周
囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

61 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。
・軟質化を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-14

H24-B11-2

62

63

64

65

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

63

65

63

65

63

65

63

65

63

65

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

62 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

63 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と追記。

変更なし

64 ― ― ・硬軟を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの褐色化）。

・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。
・割れ目沿いの変色については，補足的なものであるため
追記せず。

―

65 変更なし 変更なし ・変質を伴う劣化部を記載。
・原岩組織の残留の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・変質を伴う岩盤の劣化については，岩級区分で示してい
るため追記せず。
・原岩組織の残留の程度については，岩盤の劣化に関す
る補足的なものであるため追記せず。

変更なし



補足2-16-15

H24-B11-2

67

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

66 66 66 66 66
66

68

69

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

66 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。

・破砕幅を記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・カタクレーサイト中に挟在する細粒物質のうち，肉眼観察
の結果に基づいてカタクレーサイトの特徴が明確に確認で
きないものについて，薄片観察の結果から断層ガウジを認
定し，フィルム状の粘土を追記。

変更なし

67 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの劣化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

68 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しいことから追
記せず。

―

69 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しいことから追
記せず。

―



補足2-16-16

H24-B11-2

70

71

70 70 70 70 70

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

70 変更なし ・破砕帯名を記載。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。断層ガウジを
未固結粘土状部，断層角礫を未
固結礫状部，カタクレーサイトを
性状に応じて，固結礫状・砂状・
粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし

71 ― ― ・粘土混じり砂礫状の区間を記載。
・粘土混じり砂の挟在を記載。

・粘土混じり砂礫状を呈し，粘土混じり砂を挟在するが，連
続性に乏しいことから追記せず。

―

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-16-17

H24-B11-2

73

72,
73

72,
73

72,
73

72,
73

72,
73

72

74

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

72,73 変更なし ・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合
（H29.12.22）までの間に行った，
断層岩区分を目的とした再観察
の結果に基づき記載。肉眼観察
で確認した原岩組織の残留の程
度，連続性，硬軟に基づき，断層
岩（断層ガウジ，断層角礫，カタク
レーサイト）を判断。その後，申請
書提出から審査会合（H29.12.22）
までの間に薄片観察による断層
岩区分を行ったが，肉眼観察によ
る判断結果から変更は無い。断
層ガウジを未固結粘土状部，断
層角礫を未固結礫状部，カタク
レーサイトを性状に応じて，固結
礫状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部
とした箇所の累計幅を記載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。
・固結した礫状部の色調として，淡黄色と書くべきところを
誤って浅黄色と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・割れ目の密集部については，固結礫状部に含めている
ため追記せず。
・固結粘土状部の見かけの傾斜については， 新活動面
の走向・傾斜を別途示しているため追記せず。

変更なし

74 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-16-18

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

75

76

77

78
79

80

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

75 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・風化の程度を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が
認められないため追記せず。

―

76 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・色調を記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が
認められないため追記せず。

―

77 ― ― ・石英脈を記載。 ・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。 ―

78 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

―

79 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

80 ― ― ・石英脈の挟在を記載。
・風化の程度を記載。

・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。
・風化の程度については，周囲と明瞭な差が認められない
ため追記せず。

―



補足2-16-19

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

81

82

83

84

85

86

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

81 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・マンガン汚染について記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・マンガン汚染については，補足的なものであるため追記
せず。

―

82 ― ― ・硬軟を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いのマンガン・酸化汚染）。

・割れ目沿いのマンガン・酸化汚染については，補足的な
ものであるため追記せず。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

―

83,84 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・粘土状の区間を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

85 ― ― ・砂礫状の区間を記載。 ・砂礫状を呈するが，原岩組織が残留し，周囲の岩盤に劣
化が認められないことから追記せず。

―

86 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-20

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

87

88

89

90

91

89

91

89

91

89

91

89

91

89

91

92

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

87 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの細粒・細片化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いで細粒・細片化するが，周囲の岩盤に劣化が
認められないことから追記せず。

―

88 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変質鉱物，白雲母）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なもので
あるため追記せず。

―

89 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
長柱状と記載。

変更なし

90 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

91 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（褐色化）。 審査資料（H29.12.22）と同様 変更なし

92 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，連続性に乏しく，周囲の岩盤に劣化
が認められないことから追記せず。

―



補足2-16-21

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

93

94

95

96

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

93 ― ― ・粘土の挟在を記載。
・変質鉱物を記載。

・粘土を挟在するが，周囲の岩盤に劣化が認められないこ
とから追記せず。
・変質鉱物については，補足的なものであるため追記せず。

―

94 ― ― ・割れ目について記載（傾斜，割れ目沿いの褐色化）。 ・割れ目の傾斜，割れ目沿いの褐色化については，補足
的なものであるため追記せず。

―

95 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの鉱物晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物晶出については，補足的なものである
ため追記せず。

―

96 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-22

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

97

98

99

101

97 97979797

100

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

97 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・風化の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
柱状と記載。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。
・風化の程度については，当該区間の周囲と明瞭な差が
認められないため追記せず。

変更なし

98 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化・褐色化，マンガ
ン）。

・割れ目沿いの風化・褐色化，マンガンについては，補足
的なものであるため追記せず。

―

99 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの風化・褐色化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの風化・褐色化については，補足的なもので
あるため追記せず。

―

100 ― ― ・角礫状の区間を記載。
・粘土の挟在を記載。

・上端に粘土を挟在するが，周囲の岩盤の劣化が認めら
れないことから追記せず。
・角礫状の区間は，掘削時の機械割れと判断し追記せず。
・116m以深の粘土は，連続性や直線性に乏しく，周囲の岩
盤の劣化が認められないことから追記せず。

―

101 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細粒・細片化）。 ・割れ目沿いの細粒・細片化については，掘削時の機械割
れと判断し追記せず。

―



補足2-16-23

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

102

103

104

105

103,
104

107

103,
104

103,
104

103,
104

103,
104

106

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

102 ― ― ・角礫混じり砂質粘土状の区間を記載。 ・網目状に粘土脈が分布しているが，周囲の岩盤に劣化
が認められないことから追記せず。

―

103,104 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片～細粒化，風化，
褐色化）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目沿いの風化，褐色化については，補足的なもので
あるため追記せず。

変更なし

105～107 ― ― ・粘土混じり角礫状，固結砂礫状の区間を記載。
・粘土の挟在を記載。

・粘土混じり角礫状及び固結砂礫状を呈し，一部で粘土を
挟在するが，粘土が系統的でなく，連続性や直線性に乏し
いことから追記せず。

―



補足2-16-24

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

108
109
110

111

109

110

109

110

109

110

109

110

109

110

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

108 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

109 変更なし 変更なし ・花崗斑岩の区間深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

110 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
短柱状と追記。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

変更なし

111 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・粘土細脈を記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・一部に粘土細脈を伴うが，系統的でなく連続性や直線性
に乏しいことから追記せず。

―



補足2-16-25

H24-B11-2

112

113

113 113 113 113 113

114

115

116

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

112 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

113 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・風化の程度を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

変更なし

114 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（マンガン汚染）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・マンガン汚染については，補足的なものであるため追記
せず。

―

115 ― ― ・鉱物の晶出を記載。 ・鉱物の晶出については，補足的なものであるため追記せ
ず。

―

116 ― ― ・石英脈を記載。
・マンガン濃集を記載。

・石英脈，マンガン濃集については，補足的なものである
ため追記せず。

―

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-16-26

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

117

118

119

120

121

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

117 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

118 ― ― ・色調を記載。
・細片化を記載。

・細片化しているが，周囲の岩盤と明瞭な差が認められな
いことから追記せず。
・色調については，補足的なものであるため追記せず。

―

119 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

120 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

121 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-16-27

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

125 125 125 125

122

123

124

125

126

125

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

122 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（細粒物質の挟在，マンガン汚染）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いのマンガン汚染については，補足的なもので
あるため追記せず。
・割れ目に細粒物質を挟在するが，周囲の岩盤と明瞭な
差が認められないことから追記せず。

―

123 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変質）。 ・割れ目沿いに変質し劣化するが，粘土等の系統的な配
列が認められず，周囲の岩盤に劣化が認められないこと
から追記せず。

―

124 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（細片～細粒化）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの細片～細粒化については，掘削時の機械
割れと判断し追記せず。

―

125 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
柱状と記載。
・硬軟については，岩級区分に含めて示しているため追記
せず。

変更なし

126 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの脱色）。

・硬軟の程度については，岩級区分で示しているため追記
せず。

―



補足2-16-28

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B11-2

127

128

129

130

131

132

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

127 ― ― ・脱色を伴い細粒化する区間を記載。 ・細粒化するが，周囲の岩盤に劣化が認められないことか
ら追記せず。

―

128 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの細片～細粒化）。
・脱色し白濁している区間を記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・白濁については，風化・変質に関する補足的なものであ
るため追記せず。

―

129 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

130 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部で細片化しているが，周囲の岩盤と明瞭な差が認め
られないことから追記せず。

―

131 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・一部で細片～細粒化しているが，周囲の岩盤と明瞭な差
が認められないことから追記せず。

―

132 ― ― ・脱色し白濁している区間を記載。 ・白濁については，風化・変質に関する補足的なものであ
るため追記せず。

―



補足2-17-1

H24-B8-22



補足2-17-2

余白



補足2-17-3

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

1

8

10

8

1

8

10

1

10

8

1

10

8

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

1 変更なし 変更なし ・埋土の区間深度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし

2～6 ― ― ・埋土区間の細分を記載。 ・埋土区間については，元々の地質の状態を示すもので
はないため，区間の細分に関する記載は追記せず。

―

7 ― ― ・堆積物区間について土質構成や年代を一括記載。 ・堆積物区間については，柱状図に対応した層相毎に記
載することとしており，土質構成や年代に関するまとめ書
きは追記せず。

―

8,9 変更なし 変更なし ・シルト質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・シルト，木片，有機物の記載については，当該区間の主
体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし

10 変更なし ・誤記修正（mm→m）。 ・有機質シルトの区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・腐植物，木片，中粒砂の記載については，当該区間の主
体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし



補足2-17-4

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

11

12
13

14

15

17

18

19

20

11

12

14

17

18

19

11

12

14

17

18

19

11

12

14

17

18

19

11

12

14

17

18

19

16

11

12

14

17

18

19

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

11 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・礫，シルト，有機質分の記載については，当該区間の主
体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし

12,13 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分については追記せず。

変更なし

14～16 変更なし 変更なし ・砂の区間深度とその細分，堆積構造を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分や堆積構造については追記せず。

変更なし

17 変更なし 変更なし ・シルト混じり砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。

変更なし

18 変更なし 変更なし ・砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。

変更なし

19,20 変更なし 変更なし ・礫混じりシルト質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。
・貝殻片の記載については，当該区間の主体的な構成粒
子ではないため追記せず。

変更なし



補足2-17-5

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

21

22

23

24

25

26

27

28

29

21

22

23

25

24

26

27

28

29

21

22

23

25

24

26

27

28

29

21

22

23

25

24

26

21

22

23

25

24

26

27

28

29

21

22

23

25

24

26

27

28

29

27

28

29

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

21 変更なし 変更なし ・礫混じり砂質シルトの区間深度と構成粒子を記載。
・礫・砂質シルトと書くべきところを誤って礫混じり砂
質シルトと記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

22 変更なし 変更なし ・礫混じりシルト質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

23 変更なし 変更なし ・礫混じり砂質シルトの区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

24 変更なし 変更なし ・シルト質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

25 変更なし 変更なし ・礫混じりシルト質砂の区間深度と構成粒子を記載。
・礫・シルト質砂と書くべきところを誤って礫混じりシ
ルト質砂と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。

変更なし

26 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・石英の記載については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし

27 変更なし 変更なし ・有機質砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・石英，礫，有機物の記載については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし

28 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。
・有機物の記載については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし

29 変更なし 変更なし ・砂の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，構成粒子については追記せず。
・有機物の記載については，当該区間の主体的な構成粒子ではないため追記せず。

変更なし



補足2-17-6

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

30

31

32

33

34

30

31

34

30

31

34

30

31

34

30

31

34

30

31

34

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

30 変更なし ・誤記修正（35.58mm→35.58m）。 ・礫質砂の区間深度とその細分，構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分については追記せず。
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

31～33 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその細分，構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分，構成粒子については追記せず。

変更なし

34 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその細分，構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分，構成粒子については追記せず。

変更なし



補足2-17-7

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

35

36

37

38

39

40

41

35

36

37

38

39

40

41

35

36

37

38

39

40

41

35

36

37

38

39

40

41

35

36

37

38

39

40

41

35

36

37

38

39

40

41

42

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

35 変更なし 変更なし ・木片の区間深度と構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。

変更なし

36 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

37 変更なし 変更なし ・砂の区間深度とその細分を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分については追記せず。

変更なし

38 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
礫種については追記せず。
・砂の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

39 変更なし 変更なし ・礫混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

40 変更なし 変更なし ・シルト混じり砂の区間深度とその構成粒子，堆積構造を記
載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子や堆積構造については追記せず。

変更なし

41,42 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその細分，構成粒子，堆積構造を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
区間の細分，構成粒子，堆積構造については追記せず。

変更なし



補足2-17-8

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

43

44

45

46

47

48

43

44

45

46

47

48

43

44

45

46

47

48

43

44

45

46

47

48

43

44

45

46

47

48

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

43 変更なし 変更なし ・礫質砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

44 変更なし 変更なし ・粘土混じり礫質砂の区間深度とその構成粒子を記載。
・粘土・礫混じり砂と書くべきところを誤って粘土混じり礫質砂
と記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

45 変更なし 変更なし ・砂礫の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。
・礫の記載については，当該区間の主体的な構成粒子で
はないため追記せず。

変更なし

46 変更なし 変更なし ・シルト混じり砂の区間深度とその構成粒子を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・柱状図に対応した層相名を記載することとしているため，
構成粒子については追記せず。

変更なし

47 変更なし 変更なし ・花崗斑岩の区間深度を記載。
・風化及び変質を受けた区間を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・風化を伴う岩盤の劣化については，岩級区分で示してい
るため，詳細については追記せず（酸化汚染，土砂状）。
・63.90～64.02mの変質の程度については，周囲と明瞭な
差が認められないため追記せず。

変更なし

48 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの汚染）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
短柱状と記載。
・割れ目沿いの汚染の記載については，補足的なもので
あるため追記せず。

変更なし

49 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細粒化）。 ・割れ目沿いに細粒化し軟質となるが，掘削時の機械割れ
と判断し追記せず。

―

43

44

45

46

47

48

49



補足2-17-9

H24-B8-22

50

51

54

54 54 54 54

52

53

54

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

50 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの熱水変質）。 ・割れ目沿いに変質し劣化するが，前後の岩質に差はな
いこと，割れ目は連続性や直線性に乏しく，系統的な配列
等も認められないことから追記せず。

―

51 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

52 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細粒化）。 ・細粒化しているが，掘削時の機械割れと判断し追記せず。 ―

53 ― ― ・粘土混じり角礫状の区間を記載。 ・粘土混じり角礫状を呈するが，挟在物の連続性に乏しく，
周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

54 変更なし 変更なし ・割れ目について記載（割れ目交差部で岩片状～角礫状化）。 審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。

変更なし

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-17-10

H24-B8-22

55

56

57

58

59

55 55 55 5555

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

55 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。
・"コア形状"欄に基づき短柱状と記載。

変更なし

56 ― ― ・割れ目について記載（シルト質粘土の挟在）。 ・シルト質粘土を挟在するが，幅狭く，周囲の岩盤に劣化
が認められないことから追記せず。

―

57 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの礫状化）。
・鉱物脈を記載。

・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いに礫状化するが，掘削時の機械割れと判断し
追記せず。

―

58 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの褐色化）。 ・割れ目沿いの褐色化については，補足的なものであるた
め追記せず。

―

59 ― ― ・軟質な区間を記載。 ・硬軟の程度については，岩級区分で示しているため追記
せず。

―

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-17-11

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

60

61

62

63
64

66

65

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

60 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―

61 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの鉱物晶出）。 ・割れ目沿いの鉱物の晶出については，補足的なものである
ため追記せず。

―

62 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，マンガン）。 ・割れ目沿いの変色，マンガンについては，補足的なものであ
るため追記せず。

―

63 ― ― ・変色を記載。 ・変色については，補足的なものであるため追記せず。 ―

64 ― ― ・粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，幅狭く，周囲の岩盤に劣化が認められな
いことから追記せず。

―

65 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区
分で示しているため追記せず。

―

66 ― ― ・砂混じり粘土の挟在を記載。 ・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しいことから追記せ
ず。

―



補足2-17-12

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

70

71

72

73

67

68

69

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

67 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区
分で示しているため追記せず。

―

68 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―

69 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩級区
分で示しているため追記せず。

―

70 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，
岩級区分で示しているため追記せず。

―

71 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，粘土の挟在）。 ・粘土を挟在するが，連続性に乏しいことから追記せず。 ―

72 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，鉱物の晶出）。 ・割れ目沿いの変色や鉱物の晶出については，補足的なもの
であるため追記せず。

―

73 ― ― ・割れ目について記載（マンガン）。 ・割れ目沿いのマンガンについては，補足的なものであるため
追記せず。

―



補足2-17-13

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

74

75

76

77

78

7979 79 79 7979

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

74 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

75 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの風化）。 ・風化を伴う岩盤の劣化については，岩級区分で示してい
るため追記せず。

―

76 ― ― ・砂混じり粘土状部を記載。 ・砂混じり粘土状を呈するが，粘土の直線性や連続性に乏
しいことから追記せず。

―

77 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，鉱物の晶出）。 ・割れ目沿いの変色や鉱物の晶出については，補足的な
ものであるため追記せず。

―

78 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―

79 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目周辺のマンガン）。

審査資料（H29.12.22）と同様
・"コア形状"欄に基づき角礫状と記載。
・マンガンについては，補足的なものであるため追記せず。

変更なし



補足2-17-14

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

80

81

82

83

84

85

81
81 81 81

81

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

80 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載。（粘土の挟在）

・割れ目の発達の程度の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。
・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しいことから追
記せず。

―

81 変更なし ・破砕帯名を記載。
・誤記修正（右ずれ正断層センス
→正断層センス）。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。
・記載の適正化
（N3°E87°w→N3°E87°W）

・破砕幅を記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
（※ただし，断層岩区分は薄片観察結果に基づく）

変更なし

82 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

83 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。 ・割れ目沿いに細片化しているが，挟在物の連続性に乏し
く，周囲の岩盤に劣化が認められないことから追記せず。

―

84 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色）。 ・割れ目沿いの変色については，補足的なものであるため
追記せず。

―

85 ― ― ・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，粘土の挟在）。 ・粘土を挟在するが，直線性や連続性に乏しいことから追
記せず。

―



補足2-17-15

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

86

87

88

89

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

86 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―

87 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

88 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

89 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-17-16

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

90

97

90

97

90

97

90

97

90

97

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

90 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と記載。
・細粒化については，掘削時の機械割れと判断し追記せ
ず。

変更なし

91～96 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの細片化，細粒化については，当該区間の
周囲と明瞭な差が認められないため追記せず。

―

97 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と記載。

変更なし

98 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（酸化物の挟在）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・酸化物の挟在については，補足的なものであるため追記
せず。

―

99 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―



補足2-17-17

H24-B8-22

100

101

102

103

101

102

103

101

102

103

101

102

103

101

102

103

101

102

103

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

100 ― ― ・風化の程度を記載。 ・風化を伴う岩盤の劣化の程度については，岩級区分で示
しているため追記せず。

―

101 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
細礫状と記載。

変更なし

102 変更なし ・破砕帯名を記載。
・誤記修正（右ずれセンス→右ず
れ正断層センス）。
・性状及び色調については，申請
書提出から審査会合 （H29.12.22）
までの間に行った，断層岩区分を
目的とした再観察の結果に基づ
き記載。肉眼観察で確認した原岩
組織の残留の程度，連続性，硬
軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判
断。断層ガウジを未固結粘土状
部，断層角礫を未固結礫状部，カ
タクレーサイトを性状に応じて，固
結礫状・砂状・粘土状部と記載。

・破砕幅を記載。
・性状については，審査資料での断層岩区分（固結・未固結
と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を記載。

・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。
・カタクレーサイト中に挟在する細粒物質のうち，肉眼観察
の結果に基づいてカタクレーサイトの特徴が明確に確認で
きないものについて，薄片観察の結果から断層ガウジを認
定し，フィルム状の粘土を追記。

変更なし

103 変更なし 変更なし ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と記載。

変更なし

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案



補足2-17-18

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

104

105

106

107

108

109

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

104 ― ― ・粘土混じり砂状区間を記載。 ・粘土混じり砂状を呈するが，連続性や直線性に乏しいこ
とから追記せず。

―

105 ― ― ・硬軟を記載。 ・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。 ―

106 ― ― ・割れ目について記載（粘土の挟在）。 ・割れ目に粘土を挟在するが，連続性に乏しいことから追
記せず。

―

107 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・角礫状を呈するが，連続性に乏しいことから追記せず。 ―

108 ― ― ・脆弱化について記載。 ・脆弱化の程度については，RQD， 大コア長，岩級区分
で示しているため追記せず。

―

109 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・変質について記載。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・変質の程度については，周囲と明瞭な差が認められない
ため追記せず。

―



補足2-17-19

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

110

111

112

113

114

115

116

117

118

113

118

113

118

113

118

113

118

113

118

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

110 ― ― ・シルトの挟在を記載。 ・シルトを挟在するが，掘削時の機械割れと判断して追記
せず。

―

111 ― ― ・硬軟や割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

112 ― ― ・マンガンの挟在を記載。 ・マンガンの挟在については，補足的なものであるため追
記せず。

―

113 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と記載。

変更なし

114～117 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いのマンガン）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いのマンガンについては，補足的なものである
ため追記せず。

―

118 変更なし ・再観察により変質部と認定。変
質部への見直しの詳細について
は別途説明（補足説明資料４ 補
足4-6頁）。

・粘土混じり角礫状部を記載。
・粘土の挟在を記載。

審査資料（H29.12.22）と同様
・粘土を挟在するが，連続性や直線性に乏しいことから追
記せず。

変更なし



補足2-17-20

H24-B8-22

119

120

121

122

123

124

125

126

122

126

122

126

122

126

122

126

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

122

126

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

119 ― ― ・マンガン濃集を記載。 ・マンガン濃集については，補足的なものであるため追記
せず。

―

120 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの細片化）。

・割れ目沿いに細片化しているが，周囲と明瞭な差が認め
られないため追記せず。

―

121 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目が密集しているが，掘削時の機械割れと判断し追
記せず。

―

122 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

変更なし

123～125 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。
・割れ目について記載（割れ目沿いの変色，マンガン付着）。

・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。
・割れ目沿いの変色，マンガン付着については，補足的な
ものであるため追記せず。

―

126 変更なし ・性状及び色調については，申請書提出から審
査会合 （H29.12.22）までの間に行った，断層岩
区分を目的とした再観察の結果に基づき記載。
肉眼観察で確認した原岩組織の残留の程度，
連続性，硬軟に基づき，断層岩（断層ガウジ，
断層角礫，カタクレーサイト）を判断。その後，
申請書提出から審査会合（H29.12.22）までの間
に薄片観察による断層岩区分を行ったが，肉眼
観察による判断結果から変更は無い。断層ガ
ウジを未固結粘土状部，断層角礫を未固結礫
状部，カタクレーサイトを性状に応じて，固結礫
状・砂状・粘土状部と記載。
・上記再観察で未固結粘土状部とした箇所の累
計幅を記載。

・破砕幅を記載。
・破砕部区間を性状毎に深度を分けて記載。
・性状については，観察結果と審査資料での断層岩区分（固
結・未固結と礫状・砂状・粘土状の組合せ）を併記。

審査資料（H29.12.22）と同様
・破砕幅については，性状一覧表に示しており，柱状図に
は記載しないこととしているため追記せず。

変更なし



補足2-17-21

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

127

135

136

127

135

136

127

135

136

127

135

136

127

135

136

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

127 変更なし 変更なし ・角礫状の区間を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・一部で粘土を含むが，粘土の配列が系統的でなく連続性
や直線性に乏しいことから追記せず。

変更なし

128 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

129 ― ― ・長石類の緑色化を記載。 ・長石類の緑色化については，変質に関する補足的なもの
であるため追記せず。

―

130 ― ― ・ペグマタイト脈を記載。 ・鉱物脈については，補足的なものであるため追記せず。 ―

131 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

132 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

133 ― ― ・硬軟及び割れ目の発達の程度を記載。 ・硬軟や割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア
長，岩級区分で示しているため追記せず。

―

134 ― ― ・角礫岩様で軟質な区間を記載。 ・マンガン汚染により，角礫岩様に見えるものであるため追
記せず。
・硬軟については，岩級区分で示しているため追記せず。

―

135 変更なし 変更なし ・割れ目の発達の程度を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・割れ目の発達の程度については，"コア形状"欄に基づき
角礫状と記載。

変更なし

136 変更なし 変更なし ・ペグマタイトの区間深度，斑晶の種類，粒径を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・報告書と差異なし。

変更なし



補足2-17-22

委託報告書
（平成30年）

設置許可申請書
（平成27年11月）

審査資料
（平成29年12月22日）

審査資料
（平成30年11月30日）

審査資料
（令和2年2月7日）設置許可申請書案

H24-B8-22

137

138

139

140

141

137 137 137 137137

記事
申請書案⇒
申請書（H27.11）

申請書（H27.11）⇒
審査資料（H29.12.22）

審査資料（H29.12.22）⇒
報告書

報告書⇒
審査資料（H30.11.30）

審査資料（H30.11.30）⇒
審査資料（R2.2.7）

137 変更なし 変更なし ・花崗斑岩の区間深度，境界傾斜，境界の岩盤状況を記載。 審査資料（H29.12.22）と同様
・境界の傾斜の記載については，補足的なものであるため
追記せず。
・岩盤状況については，特徴的な区間毎に別途記載するこ
ととしているため，境界の岩盤状況については追記せず。

変更なし

138 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

139 ― ― ・細粒物質を伴う軟質化を記載。 ・細粒物質を伴い軟質化するが，連続性や直線性に乏し
いことから追記せず。

―

140 ― ― ・割れ目の発達の程度を記載。 ・割れ目の発達の程度については，RQD， 大コア長，岩
級区分で示しているため追記せず。

―

141 ― ― ・変質粘土脈を記載。 ・粘土を挟在するが，幅狭く，周囲の岩盤に劣化が認めら
れないことから追記せず。

―


